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特許流通アドバイザー派遣事業における 

技術移転人材育成スキーム調査報告書 

 

１ 概要 

 (1)  調査目的 

   特許流通アドバイザー派遣事業において、平成１９年度から導入が予定されている「技

術移転人材育成スキーム」の効果及び課題を検証するため、財団法人宮崎県産業支援財

団の知財活用エージェント２名を特許流通アシスタントアドバイザーとして、特許流通

アドバイザーによるＯＪＴを中心としたプログラムを実施した。 

 

 (2)  実施期間 

    平成１８年９月２６日（火）～１２月８日（金）  

 

(3)  実施場所 

  ① 財団法人宮崎県産業支援財団：ＯＪＴ、サブプログラム 

    （宮崎県宮崎市佐土原町東上那珂１６５００―２）  

② 宮崎県庁：サブプログラム 

（宮崎市橘東２丁目１０番１号） 

③  訪問企業：ＯＪＴ（企業訪問） 

（宮崎県内） 

④ 東京都内：ＯＪＴ（新技術説明会） 他 

  

(4)  育成者 

      特許流通アドバイザー 片岡 博信（社団法人発明協会宮崎県支部） 

  

(5)  育成対象者 

 ① 竹下 義隆 

    （現職） 財団法人宮崎県産業支援財団 知財活用エージェント（技術移転担当） 

 （経歴） 平成１２年 国立筑波大学バイオシステム研究科バイオシステム専攻（修

士課程）卒業 

        同   年 タカノフーズ株式会社入社 

        平成１３年 独立行政法人食品総合研究所出向 

        平成１６年 筑波大学出向 

        平成１８年 財団法人宮崎県産業支援財団 知財活用エージェント        
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② 山崎 有美 

（現職）  財団法人宮崎県産業支援財団 知財活用エージェント（知財担当） 

    （経歴） 平成１８年 九州大学大学院生物資源環境科学府生物機能科学専攻（修士

課程）卒業 

         同   年 国立大学法人宮崎大学フロンティア科学実験総合センター勤

務 

        同   年 財団法人宮崎県産業支援財団 知財活用エージェント 

 

(6)  育成サポーター 

     財団法人宮崎県産業支援財団 新技術エージェント 今井 常世  

財団法人宮崎県産業支援財団 新技術エージェント 三重野 文明  

 

(7)  実施機関管理・監督者 

   財団法人宮崎県産業支援財団 結集型研究推進室長 冨山 幸子  
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２ 実施内容 

 (1)  実施実績一覧   

  詳細は研修日誌のとおり。 

                              （○＝１日 △＝半日） 

月 日 曜日 実施項目 場所 対 象 担当 

     竹

下 

山

崎 

 

2 6日 火 宮崎県の産業施策 県庁 ○ ○ 後藤・冨山 

2 7日 水 産業財産権に関する基礎知識 財団 ○  三重野  

2 8日 木 O J T（企業訪問・契約条件支援） 鹿屋 ○ ○ 片岡 

９月 

2 9日 金 知財連続セミナー A M  

宮崎県における産学公連携  P M  

財団 △ 

△ 

△ 

３日 火 産業財産権に関する基礎知識 財団 ○  片岡 

４日 水 産業財産権に関する基礎知識 

 〃  （まとめ等自習） 

財団

財団

△

△ 

△

△ 

片岡 

５日 木 O J T（企業訪問先先行調査） 

産業財産権に関する基礎知識 

財団

財団

○  

○ 

片岡  

片岡 

６日 金 宮崎県における産学公プロジェクト 財団 ○ △ 冨山 

1 0日 火 O J T （企業訪問：Ａ社、Ｂ社） 都城 ○ ○ 片岡 

1 1日 水 ジーサーチ検索研修（基礎・入門）

O J T（特許権に関する基礎知識） 

東京

財団

○  

○ 

 

三重野  

1 2日 木 ジーサーチ検索研修（応用） 東京 ○ ○ （株）ジー・サーチ

1 3日 金 ジーサーチ検索研修（応用） 東京 ○ ○ （株）ジー・サーチ

1 6日 月 先行技術調査に関する基礎知識 財団 ○ ○ 三重野 

1 7日 火 契約に関する基礎知識 財団 ○ ○ 今井 

2 0日 金 O J T（訪問アポイントメント実習）

 〃 （まとめ等自習） 

財団

財団

△ 

△ 

△ 

△ 

片岡 

2 4日 火 O J T（企業訪問：Ｃ社） 国富 ○ ○ 片岡 

2 5日 水 O J T（企業訪問：Ｄ社） 都城 ○ ○ 片岡 

2 6日 木 O J T（シーズ検索研修） 財団 ○ ○ 片岡 

2 7日 金 O J T（特許出願事例検討）A M  

知財連続セミナー P M  

財団 ○ ○ 三重野・今井 

三重野 

1 0

月 

3 0日 月 O J T（企業シーズ検討、調査事業中

間報告・検討会） 

財団 ○ ○ 今井・三重野・片

岡・冨山ほか  

２日 木 産業財産権に関する基礎知識 財団 ○ ○ 三重野  1 1

月 ６日 月 O J T ( 技術移転を視野においた特許戦略） 財団  ○ 三重野  
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７日 火 O J T (企業訪問準備） 財団 △  片岡  

８日 水 プレゼンテーションに関する基礎知識 財団 ○ ○ 今井・三重野  

９日 木 O J T（Ｅ社） 都城 ○ ○ 片岡 

1 3日 月 O J T（特許出願事例検討） 財団  ○ 三重野  

1 4日 火 O J T（Ｄ社・Ｃ社） 都 城

他 

○ △ 片岡 

1 5日 水 O J T（訪問企業検討） 財団 ○  片岡、小玉 

1 6日 木 O J T（契約書作成事例検討） 

  〃（契約書案作成 自習） 

O J T（技術移転を視野に置いた特許

戦略・明細書作成検討） 

財団

財団

財団

△

△ 

 

 

△ 

片岡 

 

三重野  

1 7日  

 

金  

 

O J T（技術移転を視野に置いた特許

戦略・明細書作成検討） 

財団

 

 

 

△ 三重野・今井 

 

2 1日  火  O J T（企業訪問：Ｆ社） 野尻 ○  片岡・小玉  

2 2日 水 O J T（特許出願事例検討、新技術説

明会打合せ） 

財団 △ △ 三重野・今井  

2 4日 金 O J T（企業訪問：Ｇ社）A M  

O J T （ 技 術 移 転 を 視 野 に 置 い た 特 許 戦 略 ）  

知財連続セミナー P M  

都城

財団

財団

△ 

 

△ 

 

△ 

△ 

片岡・小玉 

三重野  

三重野 

2 7日 月 O J T（新技術説明会）プレゼン検討

・準備 

財団 ○ ○ 片 岡 ・ 今 井 ・ 三 重 野

2 8日 火 O J T（新技術説明会）準備・移動 東京 ○ ○ 片 岡 ・ 今 井 ・ 三 重 野

2 9日 水 O J T（新技術説明会） 東京 ○ ○ 片 岡 ・ 今 井 ・ 三 重 野

3 0日 木 O J T（新技術説明会） 東京 ○ ○ 片 岡 ・ 今 井 ・ 三 重 野

４日 月 O J T（技術移転を視野に入れた特許

戦略等） 

財団  ○ 三重野 

６日 水 O J T（実績まとめ及び課題抽出等） 財団  ○ 冨山  

７日 木 O J T（実績まとめ及び課題抽出等） 財団 ○  冨山 

12 

月  

８日 金 O J T  （実績報告まとめ） 財団 ○ ○ 片 岡 ・ 三 重 野 ・ 今 井

 



- 5 -

(2) サブプログラムの内容 

 

 

実施項目 

 

 

概  要 

 

所要時間 

 

指導者名 

 

実施日

産業財産権に関する基

礎知識 

特許概要について（講義） 竹下４日 

山崎２日 

片岡 博信 

三重野文明 

今井 常世 

9/27 

10/3  

10/4  

11/2  

先行技術調査に関する

基礎知識 

J-Dream や Patris 等を用

いた検索の方法を修得、

検索結果報告書作成（実

習） 

 

１日 三重野文明 

 

10/16 

プレゼンテーションに

関する基礎知識 

企業に対して移転したい

技術をわかりやすく説明

するための資料作成（実

習） 

 

１日 今井 常世 

三重野文明 

11/8 

契約に関する基礎知識 

 

特許流通に関して必要な

契約一般について（講義）

 

１日 今井 常世 10/17 

宮崎県の産業施策・産学

公プロジェクト・産学公

連携 

県の政策、現在進めてい

るプロジェクト及び産学

公連携の概要について

（講義） 

 

竹下 2.5 日 

山崎 1.5 日 

後藤 佳久  
冨山 幸子 

9/26 

9/29 

10/6 

新技術説明会 

 （OJT も兼ねる） 

関東圏の企業に対する技

術説明会（実践） 

３日 片岡 博信 

今井 常世 

三重野文明 

11/28 

11/29 

11/30 

ジーサーチ検索研修 Dialog 検索に関し、特許

検索入門を主とする検索

研修 

 

３日 (株)ジー・サ

ーチ 

10/11 

10/12 

10/13  

知的財産連続セミナー バイオメディカル分野に

特化した知的財産権利化

に関するセミナー 

 

1.5 日 九州経済産

業局・特許庁 

9/29 

10/27 

11/24 
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３ 育成者による検証 

(1) プログラム全体を通しての所感 

   育成対象者は、実施機関による「宮崎県地域結集型共同研究事業」の成果の知財化、

その移転を含む管理活用を担うために、それぞれに適した人材として配置された。育成

対象者は２名であり、その経歴は、２名（竹下）は企業での研究・開発経験６年、１名

（山崎）は、今年卒業し業務経験半年であり、特許や技術移転に関する基礎知識は少な

い。将来、宮崎県の知財及び技術移転を担う「スペシャリスト」となることを期待され

ている。（現在、両名とも宮崎県産業支援財団の知財活用エージェントとして発令され

ている） 

   両名とも、若手人材であり、学習能力に優れているのはもちろん、課せられた業務内

容、各人の役割をよく理解しており、真面目に且つ積極的に前向きに取り組む姿勢が随

所に見られ、育成者としても育成し甲斐のある非常に有意義な人材育成調査研究であっ

た。 

   又、育成対象者が、特許、技術移転に関して未経験者なので、基礎知識の学習におい

ては、サブプログラムを組み、外部講習も積極的に受講させた。特に、基礎知識の学習

には、宮崎在住のベテラン専門家による育成プログラムを取り入れたが、育成対象者の

熱意もあり、スムーズに育成が行なわれたと思う。 

育成対象者にとっても、特許流通アドバイザー１人の考えでなく、数多くの考え方を知

りえたことは今後の日常業務の中で役立つものと考える。 

   約２ヶ月と短期間であった為、企業訪問等を含めて、広く浅く「特許流通促進事業」

を知って貰うことを重点においたため、育成対象者には、不安を残す結果となった感が

ある。基礎知識については、継続的に学習してゆく動機付けになったと思われるが、あ

る程度経験及び事例が必要であり、シーズの技術評価（紹介先の事業化可能性を含めて）、

契約の支援等は、これからの感が強い。 

   一方、育成者として、参画した当事者として、人材育成調査研究事業を実施している

時間（準備時間も含めて）は、自分の事業活動を見つめ直す時間を持つことができ、今

後新たな気持ちで取り組む良い機会となった。 

   

(2)  プログラム実施にあたって問題となったこと 

育成対象者２名は、実施機関の業務に就いており、業務が忙しくなる期間は業務を優

先せざるを得ず、育成プログラムの消化の必要性から、育成対象者には残業等無理を強

いた点を反省している。この点については、来年度の本制度実施の際は、業務との時間

配分が明確になるので問題ない。 

短期間にてのプログラム実行だったゆえ、実施機関との日程調整には苦慮し、育成者

としてのフォローが不足したと反省している。 

  特に、企業アポについては「日程ありき」で、企業社長との調整を行なってもらった

点等大変であったと思う。 

  

(3)  サブプログラムの有効性 

   特許流通アドバイザーによるＯＪＴをスムーズに実行するために実施したサブプログ
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ラムによる育成は、非常に有効であった。育成対象者にとっても、育成サポーターの色

々な考え方の中で進めることができ有効であったと思われる。 

又、特に今回は、短期間での育成であり、特許調査関連については外部研修（Ｇサー

チ研修等）も含めて有効であった。 

次年度の中で、特許流通アドバイザーの新人研修への参加など、機会が与えられるべ

きである。サブプログラムの位置づけは、むしろ、それぞれ育成対象者の経歴、専門性

等以外の部分を補うものと考えられ、その点を評価して組むべきもの及び育成者と違う

観点からを考慮し、他の交流を取り入れるべきと思われる。 

（例えば、他Ａ－ＡＤ及び他県ＡＤとの交流等も含めて） 

  

(4)  望ましい育成期間 

   技術移転でのサイクルを、 

① 基礎知識研修 

② 訪問活動（１） 

③ 特許調査・・・シーズ紹介特許のアドバイス 

④ 訪問活動（２）・・・技術の目利きをしながらの提案 

⑤ マッチング～成約へ（機会に左右される場合多し） 

 と考えた場合、一つの目安として 

（ⅰ）①～②までは、ある程度の学習をつめば実行可能であると考えられ、ＯＪＴ研

修３ヶ月その後のフォロー３ヶ月程度と考える。 

（ⅱ）③～④を課題とした研修期間・・・６ヶ月目安（⑤のフォローは育成者と） 

（ⅲ）②～⑤（特に⑤課題を中心）・・・・として約１年間（但し、成約の機会は、

その事例数が不明確であるが） 

   年間１００日（月８～９日稼動として、但し自己学習等は外数として） 

  

(5)  育成対象者数 

   今回２名を対象として行なったが、 

① ２名を同時に育成するのが有効である期間が存在し、（例えば、座学等含めて基礎研

修及び見習い実習の項目）その期間は、一緒に受講しないと効率が悪い。 

（今回は短期間ゆえ、企業訪問は１名主体でも他者を同行し、対象者は、お互いに学

習しあう効果があったと思われる。しかし、長期になると日程調整等あり、困難と思

われる。） 

② 育成対象者の有する経歴、専門性などに応じた育成を行うことが望ましいこと、また、

複数の対象者を育成する場合、それぞれの業務の日程調整が必要となることを考えれ

ば、２名を別々に育成するのが妥当と考える。しかしその場合は、育成者の労力は、

２名を一緒に育成する場合の２倍とまでは言わないが、かなりの労力を強いられると

考える。 

  

(6)  育成対象者に求められるもの 

   今回は、前述のように若き人材であり、それを前提に記載するならば、 
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① ヒューマンスキル：責任感をもち、積極的に、前向きに課題に取り組む。苦労をいと

わない。相手の立場で考えることができる。等 

② 基礎知識研修等は、サブプログラムでの研修可能と考える。但し、技術の評価等～契

約等ある程度、経験年数を必要とする素養の伝達の工夫が必要であるし、少し長期で

の考え方も必要と思われる。 

③ 環境について：当然、現業務にて必要な人材であり、その業務との調和を見出す工夫

が必要と思われる。（特にスタート時から１人で行動できるまでは） 

  

(7) 人材育成業務が加わった際のＡＤ活動（従来）への影響 

    従来から実施のＡＤ活動への影響は、当然このプログラムを準備、実行する期間は、

従来のＡＤ活動はできないことになる。人材育成プログラムを実行する場合、そのステ

ップの節目節目で、ある程度集中する必要があると考えられる。その時、従来のＡＤ活

動に対しての時間的な制約を最小限にする工夫が必要と考える。 

具体的には、集中が予想される期間に限定して 

    ① 現在のチームの一員であるアシスタントの集中的な活用によって、（例：現１

回／週を２～３回/週等に）企業調査等の対応をカバーする。 

    ② その期間は本来業務を絞り、進捗中案件、相談企業のみの対応とする。 

等が考えられる。 

 

(8) 人材育成業務が加わったＡＤ活動の他機関との連携への影響 

     今回、実施機関と連携し、「地域結集型共同研究事業」に関連した企業を、その共同

研究契約の成約を目指し、育成対象者とともに訪問した。 

 

(9) 指導にあたり苦労したこと 

   今回、「ＯＪＴ調査プログラムマニュアル」を教材として使用した。 

   その内容において、資料参考事項が結構多く全て準備できずに実施した事項もあった。

色々な準備資料も（引用例等）事前に提供いただきたかった。（蛇足ですが、文字はも

う少し大きめに御願いします。） 

 

(10) 情報・研修館、発明協会に望むこと 

 ① 人材育成スキーム事業においても、Ａ－ＡＤ育成者同士の及び育成者との交流の場を

節目等で設けていただきたい。（同じ悩みを持つ者、持ってきた者との交流は、非常に

参考になるし、自分の活動を振り返るうえで重要な場となる。） 

  ② 訪問活動を根底において活動であり、地方においては車での移動が中心となる。育成

対象者に対しては、その安全に対しての工夫、配慮を御願いしたい。 

    

(11) 平成１９年度以降の人材育成スキーム導入に向けて 

   ① 望ましいチーム編成、構成 

     発明協会本部：統括ＡＤが、Ａ―ＡＤも含めて、地域ＡＤの指導をしていただき、

特許流通ＡＤ１名にＡ－ＡＤ１名の編成が望ましいと考える。 
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      ２名の場合には、スタート時期は同時育成が可能であるが、それも日程が調整で

きることが前提であり、その調整が煩雑になると考えられる。 

      

    ② 必要なインフラ（ＰＣ、通信回線、ＤＢへのアクセス等） 

ＰＣ、ＰＡＤＩＣイントラへのアクセス（シーズ検索、ニーズ検索等） 

特許・情報検索等のＮＲＩ，Ｇサーチ企業情報等のＤＢへのアクセス 

携帯電話、ネットワーク等、特許流通ＡＤのインフラと共通にしてほしい。 

  

 (12) その他（理想的な「技術移転人材育成スキーム事業」のあり方についての意見等）  

   次年度からの本事業は、育成対象者に対して２年間実施されると聞いており、育成対

象者当人にとっては、育成後、育成経験が生かせるか否か不安が残る可能性がある。そ

の意味で、宮崎県における例は、実施機関の技術移転人材の育成を兼ねるという明確な

目的があるので、そのような不安がない理想的な例として考えられる。 

 

４ 育成対象者（竹下 義隆）による検証 

(1) プログラム全体を通しての所感 

   このプログラムを通して、『技術移転』及び『特許流通アドバイザー』の仕事内容が

どんなものであるか経験する事ができた。表面的かもしれないが、技術移転の面白さと

難しさを体感した。このことが、現在従事している知財活用エージェントとしての技術

移転業務にも大きく役立つと思う。また、来年から実施される予定の特許流通アシスタ

ントアドバイザー人材育成スキームにおいても、基礎的な知識や経験が土台になり、育

成対象者の資質の向上になったと思う。 

約２ヶ月という短期間であったが、これまでに経験した事のないＯＪＴ及びサブプロ

グラムが実施されており、充実した人材育成スキームだった。特に良かった点は『実際

に企業を訪問するという実践的なプログラム』、『技術移転を目的としたプレゼンテー

ション』、『食品やバイオ分野を対象にしたプログラム』など発明協会及び宮崎県産業

支援財団の特色ある育成サポートが実行されたからである。 

今回、主な育成者として片岡アドバイザー、育成対象者として山崎アシスタントと私

の３人で実施したが、１つのチームのような感覚で学習できた。知財活用エージェント

としての日常業務と技術移転スキームを両立する事は負担であったが、それ以上に得る

ものが大きかった。 

 

 (2)  プログラム実施にあたって問題となったこと 

   宮崎県地域結集型共同研究事業の知財活用エージェントとしての日常業務と技術移転

人材育成スキームのプログラムを両立することが難しかった。特にＯＪＴの場合、訪問

先企業の都合も考慮するため、日程調整が困難であった。 

 

 (3)  サブプログラムの有効性 

   すべてのサブプログラムが、ＯＪＴを支援するような形に組み立てられていた。実施

される時期も比較的前半に多く、基礎的知識を習得してからＯＪＴに取り組む事ができ
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た。講師の先生方も、その分野の専門家で構成されており、事例をもとに分かりやすい

説明を頂いた。主なサブプログラムの有効性を下記した。 

 

   ＜産業財産権に関する基礎知識＞の有効性 

・特許流通に関する基礎知識に関するプログラムでは、訪問アポイント、ニーズ・

シーズの聞き出す方法、シーズの評価、マッチングに関する説明があり、特許流

通アドバイザーの仕事内容を広く浅くではあるが、簡潔に把握する事ができた。

この技術移転人材育成スキームのプログラムの中で、早い時期に実施すべきであ

る。今回の人材育成スキームでは、初期に実施されていたので、メインプログラ

ム（ＯＪＴ）へスムーズに移行できた。 

・特許に関する基礎知識に関するプログラムでは、特許の目的や「特許権」「実用

新案権」「商標権」「意匠権」の相違点、特許の経過情報調査に関する基礎的な

知識が得られた。特許について体系的に学べることができ、特許に関する理解を

深める上で役に立った。 

 

   ＜先行技術調査に関する基礎知識＞の有効性 

    ・日本及び海外の特許の検索を行うためのデータベースの紹介とコマンドを用いた

検索方法を学習した。コマンド検索は、日々の業務や人材育成プログラムの中で

使いながら慣れる必要がある。今回の人材育成プログラムでは、特許検索の実習

が少なかったので、特許検索の時間を多く盛り込むことが望まれる。 

 

   ＜プレゼンテーションに関する基礎知識＞の有効性 

    ・プレゼンテーションのやり方に関する指導は、これまで大学や会社で経験した事

がなかったので、非常に勉強になった。早速、ＯＪＴ（新技術説明会）で学んだ

事を意識しながら行った。技術移転には必要なプログラムである。 

    

＜契約に関する基礎知識＞の有効性 

    ・契約書に盛り込む重要なポイントについて事例をもとに説明を受けた。また、実

際に契約書の作成を行った。非常に勉強になり、契約書作成の難しさを実感した。

今回の講義だけで、契約に関する知識を習得した事にはならないが、技術移転業

務には必要不可欠なプログラムである。契約に関するプログラムを重点的に増や

して欲しい。 

 

   ＜知的財産連続セミナー＞の有効性 

    ・宮崎県では、焼酎などの食品企業が多い事や多様な農作物を収穫可能、県内でバ

イオ関係の大規模研究事業が進行中という背景があり、バイオメディカル分野の

産業化、事業化に力を注いでいる。知財連続セミナーでは、バイオや機能性食品、

医薬品関連の特許の事例を引用したセミナーの構成になっており、実践で役立つ

内容構成になっていた事が素晴らしかった。 
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  有効なプログラムの提案 

    ・各種展示会等へ技術を出展し、技術移転を経験するプログラム 

    ・他県の特許流通アドバイザーとの交流を目的としたプログラム 

    ・中小企業の成功事例、失敗事例を紹介するプログラム 

    ・宮崎県であれば、バイオや食品分野のセミナーへの参加 

 

 (4)  望ましい育成期間 

   訪問からシーズ／ニーズ探し、シーズ案件紹介までの前半部分は、比較的短期間 

に１人で技術移転業務を担えるレベルまで育成できると思う。私の感覚では３ヶ月 

ぐらいで可能ではないか。 

     マッチングから契約にかけての後半部分は、経験が必要である。経験の数が豊富であ

れば期間は短くできると思われるが、期間を予測する事は難しい。１年は必要と思われ

る。 

    

 (5)  育成対象者数 

   今回は２人で行った。２ヶ月という短期間に凝縮された、パイロット的な育成スキー

ムであったため、育成対象者側も充実した内容であった。このような場合は２人でも上

手く育成できると思われる。しかし、本格的に詳細な育成スキーム（長期間）では以下

の問題が生じる事が予測される。 

 

・育成対象者が複数の場合、これまでの育成対象者の経験によって技術移転業務の理

解度に差が出ることが予測される。また得意不得意の部分が異なる育成対象者を同

時に育成する問題に直面する事が予測される。 

   ・育成対象者に別件の業務がある場合、育成対象者間の日程調整が必要になる。ＯＪ

Ｔでは、訪問先企業の日程調整も加わるため、複数の育成対象者を同時に育成する

事は効率が悪い。 

   ・企業を訪問した際、育成対象者が複数である事は、訪問先社長と話をする環境とし

て適切でない。 

 

(6)  育成者に求めること 

   片岡アドバイザーをはじめ、育成者の方々は、皆さん経験が豊富で吸収すべきところ

が多く、プログラムの内容に関して問題はない。２ヶ月間の育成スキームで私自身の理

解不足のため、補習をお願いしたい部分を下記した。 

   ・技術に対する評価や考え方 

・マッチングの際、両者がＷＩＮＷＩＮになるような契約の勧め方 

・契約書の書き方 

    

 (7)  情報・研修館、発明協会に望むこと 

   私は、３ヶ月前まで会社勤めをしていたが特許流通アドバイザーという存在を知らな

かった。少なくとも企業の経営者及び技術者には認知されるように広報活動を促進頂き
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たい。その結果、技術移転の実績にも反映される事が期待される。 

 

 (8) 平成１９年度以降の人材育成スキーム導入に向けて 

   ① 望ましいチーム編成、構成 

     チーム編成としては、育成者１人対し、育成対象者１人が望ましいが、２人の場

合は以下の構成にする事が望まれる。 

 

・ 育成者２人の場合は、最初の基礎的な部分（講義やサブプログラムなど）は同時

に育成し、ＯＪＴは個別で実施する方が効率の良い育成が可能になる。 

    ・育成者の負担を減らすためにも、育成開始時期を半年または１年違わせる方法も

良いと思う。 

 

   ② 必要なインフラ（ＰＣ、通信回線、ＤＢへのアクセス等） 

     訪問先企業との連絡が多くなるため、専用の携帯電話を支給する。 

    ・特許流通アドバイザー専用のデータベースにアクセスできるようにする。 

    ・出張先でのメール確認、仕事の効率化のためにモバイルＰＣの支給。 

    ・県内企業を訪問する際に生じる時間的制約や交通安全の観点から、カーナビゲー

ションが必要。 

    ・検索や議論、作業ができるスペースの確保 

 

 (9) その他（理想的な「技術移転人材育成スキーム事業」のあり方についての意見等） 

    「技術移転人材育成スキーム事業」の終了後、育成対象者に期待する事を明白にす

る必要がある。最終的なゴール（目的）を具体的に示す事ができれば、自ずと理想的

なスキーム事業のあり方も見えてくるのではないでしょうか。 

    

５ 育成対象者（山崎 有美）による検証 

 (1) プログラム全体を通しての所感 

現在私は、通常業務において知財、主に特許出願関連事項を担当している。その通常

の業務を通して、特許は産業を保護するためのものなので、ただ作文のように特許文書

を作成し、出願するのではなく、実際に技術移転のことを念頭におき、実施する者が最

も適切と思える形で出願するべきであると思い、技術移転についても知る必要があると

考えていた。そのような中、本プログラムでは、実際に企業、特に中小企業を訪問する

ことで、企業の方々の考え方を知ることができ、本事業へ参加することができて本当に

良かったと思う。 

実際に本プログラムを受け、特に良いと感じた点は、「技術移転関連業務を知り、

実践してみることができた」、「一般論ではなく実際に企業の社長の声を聞くことが

できた」、「チームを編成し育成するというスタイルが良かった」、「授業形式だけ

ではなく、授業後は実践してみるという、参加型の育成プログラムが良かった」とい

う点である。講習会等で話を聞くというのではなく、実際に自分で技術移転業務に携

わるということは、講習会を何度も受講するよりも意味のあるものであったと思う。
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また、プログラムを通して、契約等、全くこれまでに経験したことのない業務がある

ことも浮き彫りとなり、さらに、特許流通アドバイザーとなるには種々の経験をつむ

ことが必要であると思った。技術移転を知ることで、産業を保護する明細書を書くこ

とができると思うので、今後は、自分たちが持っている技術を移転するだけでなく、

訪問の際に保護すべき発明を発見した時には、適切なアドバイスをすることができる

ようにもするとよいと思う。 

          

 (2)  プログラム実施にあたって問題となったこと 

プログラム実施にあたって最も問題となったことは日程調整である。人材育成スキー

ムの実施と平行して通常の業務も行う必要があり、それぞれ以下に示す業務内容である

ことから日程調整が非常に困難であった。 

 

・ 人材育成スキーム ：企業訪問中心なので自分の希望の日程通り進まない 

            （基本的に訪問先の要望に合わせる必要がある） 

            ：訪問前の準備に多くの時間を要するため、プログラムに組

み込まれている、実際の企業訪問予定日以外にも、プログラ

ム実施用に期日を確保する必要がある 

・ 通常業務：特許関連の業務で期日厳守であるため時間的余裕がない 

 

上記のように、日程調整が困難であったため、時間のやりくりが非常に難しかった

ように思う。そのため、人材育成スキームと通常業務の比重決定をする必要があった

が、私個人で決定することはできないので困窮した。 

また、スケジュールを立てのプログラムであったため、プログラム実施中に必要と

思う事項が浮上した際、プログラムの変更をすることが難しかったように思う。 

 

 (3)  サブプログラムの有効性 

とても役に立ったと思う。特に技術マッチング説明会は、メインプログラムと異なり

１社ごとの企業訪問ではなく、複数の企業への技術移転を目的として行ったプログラム

だったので、メインプログラムでは学ぶことのできない技術移転の方法を教わることが

できた。 

また、個人的には全く知識を持たなかった「産業財産権に関する基礎知識」及び「ジ

ーサーチ検索研修」は、メインプログラムを遂行する上で非常に役に立ったと思う。 

 

 (4)  望ましい育成期間 

   例えば「アポとり、訪問、事業の説明、特許をはじめとした技術の紹介（シーズ紹介）、

ニーズの引き出し等のやり取りを行っていく」という範囲での業務ならば、１ヶ月ほど

である程度１人で担えるレベルまでには育成可能であると思う。しかし、「実際に技術

移転することが決定した後のやり取り（交渉の進め方や契約内容の検討等）」といった

あたりまで１人でできるようになるようには、かなりの期間を要すると思う。実際に短

期間内に、実際に技術移転することが決定した後、やり取りのあたりまで話が進む可能



- 14 -

性は低いという現実がある。 

上述の様に、育成方法、どのレベルまでの育成を目標とするか、また個人差等様々な

ファクターがあるため明確な期間を述べることはできないが、人材育成のみを目的とし

て集中して作業に当たるのであれば、３ヶ月くらいである程度１人で技術移転業務を担

えるレベルになるのではないだろうか（仮に話がトントン拍子で進んだ場合）。ただ、

今回のように日常業務と平行して行うのであれば、もう少し長い期間をとらないと難し

いと思う。 

いずれにしろ個性にもよるところも大きいこと、さらに相手あってのことなので、ど

のくらいの期間と明確に数字に表すのは難しい。 

 

 (5)  育成対象者数 

    同時に多数の育成対象者を育成する場合、育成プログラムの実施日程の調整が難しく

なること、ＯＪＴにおける１人１人への指導時間が限られてくること、また、育成チー

ムとしての結束力が希薄になりやすい等の問題が浮上するのではないかと思う。 

その点、今回は２人という人数であったことから、これらの問題点はさほど大きな支

障とはならず、また、互いが協力して育成プログラムを受けることにより、互いの良い

点、改善した方が良い点を見ながら、様々な角度から技術移転業務を考えることができ

るという良い面があったように思う。１人で育成プログラムを受けた場合、自分の担当

する案件しかないため、このようなメリットは得られないと思った。 

以上のことから、２人という対象者数は非常に良かったと思う。 

 

(6)  育成者に求めること 

    様々なことを教えていただき非常に良いプログラムであったので、内容に関して育成

者の方々に求めることは特にないが、あえて言うならば、複数の育成者の方々が監督し

ている場合、スケジュール調整が必須となる。その際、育成者の方々の間でどの業務を

優先すべきなのか、優先順位を決めていただけると、個々の業務を集中してこなすこと

ができるのではないかと思った。 

 

(7) 情報・研修館、発明協会に望むこと 

今回は「特許流通アドバイザー派遣事業における技術移転人材育成スキーム調査研究

事業」ということで、特許流通アドバイザー育成を目的とした事業であったため、主に

すでにある既存の特許を技術移転していく業務を中心に行ったが、是非今後は、技術移

転だけではなく、技術移転も含めた知財保護戦略（訪問先から見出した発明を特許等で

保護し、技術移転につなげていく部分の業務）を学ぶ機会も作って欲しいと思った。 

良い特許を持つためには技術移転を知る必要があり、逆に良い技術移転を行うには、

特許を知る必要があると思うからである。以上の理由により、是非技術移転を行う人材

育成プログラムだけではなく、技術移転を視野に入れた、知財保護戦略を学ぶプログラ

ムも同時に実施して欲しいと思う。 

 

 (8) 平成１９年度以降の人材育成スキーム導入に向けて 
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   ① 望ましいチーム編成、構成 

人材育成スキーム導入では「知財担当」、「技術移転担当」それぞれの担当に分

け、お互い両方の業務を協力して遂行し、理解しつつも、担当を決めることで、そ

れぞれのスペシャリストを育成する形態が望ましいと思う。そのため、「知財担当」、

「技術移転担当」の人材育成者及び人材育成対象者の４名編成が良いと考える。 

 

   ② 必要なインフラ（ＰＣ、通信回線、ＤＢへのアクセス等） 

・ＰＣ 

・通信回線 

・ＤＢへのアクセス（アドバイザー専用のＤＢはもとより、無料及び有料の検索

用ＤＢの利用も不可欠である） 

・作業スペース（取り扱う案件が知的財産であるため、他に話が漏洩しないよう

気を配る必要があると思う。また、議論することも多くあるので、他の人に迷

惑をかけることなく議論できる部屋があったほうがよいと思う。） 

   

 (9)  その他（理想的な「技術移転人材育成スキーム事業」のあり方についての意見等） 

項目（8）の①と同様の内容にはなるが、人材育成スキーム導入では「知財担当」、「技

術移転担当」それぞれの担当に分け、お互い両方の業務をやりつつも、担当を決めるこ

とで、それぞれのスペシャリストを育成する形態が望ましいと考える。また、どの事業

でも必要不可欠なことと思うが、やはりチームの信頼関係があってこそ、良い人材育成

スキームとなることと思う。今回はとても良いチーム編成であり、非常に有用なプログ

ラムであった。 

 

６ 実施機関担当者による検証 

 

 (1) プログラム全体を通しての所感 

本プログラムは、極めて密度が濃く、実践的な内容であった。約２ヶ月という短期間

であったにもかかわらず、育成対象者は、それぞれに必要なスキルを加速的にアップす

ることができ、プログラム実施の効果は高く評価できる。 

育成対象者の立場からすると、若干オーバーワークぎみであったかもしれないが、片

岡アドバイザーの熱心な指導を中心に、今井、三重野両エージェントによる適切なサポ

ート、専門家による外部研修の活用など、プログラム実施体制やメニューが充実してい

た。 

中でも、企業訪問における中小企業とのやりとりや、新技術説明会でのプレゼンテー

ションなど、シーズ・ニーズマッチングの実践を経験できたことは、育成対象者が若く

経験が少ないだけに、収穫も大きかったのではないかと推察される。 

育成対象者は、２名ともに、実践的経験は必ずしも豊富ではないが、本業務の推進に

関して基本的な能力が高く、誠実かつ熱意を持って取り組んだ結果、短期間で大きく成

長した。 
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 (2)  プログラム実施にあたって問題となったこと 

プログラムの密度が濃かっただけに、スケジュールも立て込んでおり、本来の業務（宮

崎県地域結集型共同研究事業の知財活用エージェントとしての業務）との両立に困難を

来す場面も見受けられた。スケジュール調整や、本来業務に費やすべき時間の確保にか

なり苦慮していたようである。 

したがって、継続的にプログラムを実施する場合は、時間的な制約について熟慮する

とともに、プログラムの内容については、育成対象者が有する能力への配慮や担当する

本来業務と関連させるなど種々の工夫が必要であろう。 

なお、企業訪問の演習においては、相手先に事前に本調査事業の趣旨説明は行ったも

のの、機密保持の観点から多少の戸惑いがあったようである。   

       

 (3)  サブプログラムの有効性 

サブプログラムとしては、外部専門家による検索研修や知財連続セミナーの活用と、

主として今井・三重野両エージェントによる知財、契約関連の基礎知識やプレゼンテー

ション研修などを盛り込んでおり、いずれも、メインプログラムの遂行に極めて有効で

あったと考える。 

外部研修は、専門家により集中的かつ系統的に技術指導が行われるため、補足的に活

用することで極めて効果的であると考える。中でも、今回導入した「ジーサーチ研修」

は、種々の先行技術調査、特許調査、企業調査に必要な検索スキル向上に極めて有用で

あった。 

一方、知財戦略の専門家である三重野エージェントと、技術移転の専門家である今井

エージェントにより、それぞれの得意分野を中心に、豊富な経験を踏まえた生きた研修

が実現できたことも、効果的であった。特に、三重野エージェントによる「技術移転を

視野に置いた知財戦略」、今井エージェントによる「効果的なプレゼンテーション方法」

に関するプログラムは、特筆すべき内容であったと考える。 

これらのサブプログラムと、メインプログラムとの組合せは、本プログラム全体に、

一層の相乗効果をもたらしたものと考えられる。すなわち、育成対象者は、サブプログ

ラムで修得した技術・知識を、メインプログラムであるシーズ・ニーズマッチング等の

実践活動を通して効果的・有機的に活用することを体験することで、個々の技術・知識

を咀嚼し、スキルアップを加速させた。 

 

 (4)  望ましい育成期間 

育成に必要な期間は育成対象者の経験や資質に左右されると考えるが、ある程度の経

験があれば半年から１年、経験の少ない者については少なくとも１年～２年の期間が必

要であると考える。 

 

 (5)  育成対象者数 

育成者は、育成対象者の能力や性格等、個々の資質に応じて指導する必要があるため、

複数を相手に一度に指導する場合、育成者の負担も相応に大きくなるものと推察される。

現実的には、１名の育成者には１名の育成対象者が理想であると思われる。 
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しかしながら、今回、２名の育成対象者について実施したところ、育成対象者同士の

協力により、より優れたアイデアを創出したり、役割分担によって大きな効果を上げた

りするなど、メリットも見受けられた。 

したがって、育成者のサポート体制が整っていれば、育成者の立場からは、２名程度

でも不可能ではないと考える。 

（本プログラムでは、２名の新技術エージェントが育成者（特許流通アドバイザー）

をサポートした。） 

 

 (6) 育成対象者 

長期間にわたる人材育成を行う場合は、定期的な異動が避けられない自治体職員より

も外部人材の方が好ましいと考える。ただし、自治体職員であっても異動のスパンが５

年以上と長いようであれば、２年養成して３年実績を積むというサイクルで次々に育成

し、結果的に多くの技術移転人材を育てるといった戦略も有効であろう。 

また、どちらかといえば常勤職員が望ましいと思うが、非常勤であっても特段の問題

はないと考える。 

最近、財団や独立行政法人等において科学技術コーディネータなどの産学官連携に携

わる目利き的人材が増えてきたので、これらの人材を活用するのも一考であろう。 

育成対象者に求められる要件としては、他人との信頼関係を築くためのコミュニケー

ション能力を有し、誠実かつ意欲的であることがあげられると考える。 

 

 (7)  自治体の政策・取組との連携への影響 

宮崎県では、バイオメディカル分野の産業クラスター形成をめざして、「食の機能を

中心としたがん予防基盤技術創出」をテーマに宮崎県地域結集型共同研究事業を推進し

ている。 

今回育成対象者となった２名は、この共同研究事業の技術移転を推進するため県単独

予算で配置した「知財活用エージェント」であり、メインプログラムの一環として、本

共同研究事業で創出した技術シーズ（特許出願済み）の技術移転活動を盛り込み、一定

の効果をあげることができた。 

また、本プログラムにおいて特許流通アドバイザーをサポートした今井新技術エージ

ェント及び三重野新技術エージェントは、上記共同研究事業の技術移転担当であると同

時に、宮崎県産業支援財団において中小企業からの相談に応じるコーディネータでもあ

る。本プログラムの実施により、特許流通アドバイザーとコーディネータ、エージェン

ト間の連携が強化されたことから、特許流通事業の体制のみならず、中小企業振興のた

めの基盤体制強化に貢献できたと考える。 

 

 (8)  情報・研修館、発明協会に望むこと 

本プログラムを通じて、あらためて特許流通アドバイザー活動の重要性を認識すると

同時に、業務に高い専門性が求められることを実感した。 

したがって、引き続き、特許流通アドバイザー活動を継続させていくため、必要な支

援をお願いしたい。また、人材の育成も極めて重要であるので、本県においても積極的
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に人材育成スキームに取り組んでいきたいと考えている。 

人材育成スキーム導入に当たっては、その本質的な目的が達成されるよう、柔軟かつ

的確なしくみとなるようお願いしたい。特に、育成対象者は、本来の業務を遂行しなが

らＯＪＴ研修を受けることとなるため、例えば本来業務に関連したＯＪＴを実施するな

ど、両者を両立しながら無理なく取り組めるプログラムを希望したい。 

一方、特に中小企業経営者には、特許技術活用のメリットを理解してもらうことが必

要であると感じている。そのための各種ＰＲ紙の作成や講演会開催など、一層精力的に

取り組んで頂ければ幸いである。 

  

 (9) 平成１９年度以降の人材育成スキーム導入に向けて 

   ① 望ましいチーム編成、構成 

特許流通アドバイザー１名に対し、１名の育成対象者が理想的であると考える。

また、産業支援財団コーディネータや新技術エージェントなどによるサブプログラ

ムの実施などのサポートも効果的である。 

 

     例  特許アドバイザー   １名 

        育成対象者    １～２名 

                育成サポーター  １～２名（産業支援財団コーディネータ等） 

        事務局        ２名（担当課長、担当者）   

 

 

   ② 必要なインフラ（ＰＣ、通信回線、ＤＢへのアクセス等） 

     ●モバイルＰＣ（外出時においても、インターネット使用が可能であること） 

     ●携帯電話 

     ●ＤＢへのアクセス（ジーサーチ、PATRIS、STN、J-DREAM など） 

     ●デジカメ、デジタルレコーダーなど 

     ●公用車（カーナビゲーション付き） 

     ●持ち運び用プロジェクター、持ち運び用プリンター   （訪問先での使用） 

     ●電子ホワイトボード（コピーボード）   

     ●シュレッダー 

 

 

 (10) その他（理想的な「技術移転人材育成スキーム事業」のあり方についての意見等） 

基礎講座（座学）は、各地域間、育成対象者所属機関のバラツキをなくすため、（社）

発明協会本部で短期間（２週間程度）実施するのが望ましい。 

各地域、育成対象者所属機関固有の問題は、サブプログラムに自由度を待たせ、座学、

ＯＪＴの組み合わせで実施するのが望ましい。その際、長期間（１～２年程度）にわた

り、育成者と育成対象者がペアを組み実施できるような、実態に即したプログラム編成

がのぞましい。 
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 育成対象者：竹下 義隆 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 ９月２６日（火） 

育成担当者 後藤主幹（宮崎県新産業支援課） 

冨山室長 

実施項目 宮崎県の産業施策 

実施内容 ・商工観光労働部の後藤主幹から宮崎県の産業施策（商工観光

労働部の主要施策、地域技術施策、地域資源活用企業化プロ

グラムなど）について説明を受けた。           

・宮崎県の製造品出荷額は低く、雇用も低迷しており、新事業

や新産業創出による雇用拡大が課題である。        

・県の施策で、特にバイオ分野での産業クラスター形成（地域 C

OE の構築）を掲げ、地域結集型研究事業がその核になってい

ることから、本研究事業での成果が今後の県の産業発展への

起爆剤になることが望まれているという内容の説明があっ

た。 

所 感 ・ JST や経済産業省、農林水産省からの研究支援事業（補助金）

の活用不足が感じられた。技術移転業務の中で、各中小企業

のニーズにあった補助金の活用促進を進める必要性がある

と感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 ９月２７日（水） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 産業財産権に関する基礎知識 

実施内容 ・特許の目的は、産業を発達させることにある。 

・上位概念と下位概念の考え方や方法より物で特許を取ること

が重要であることの説明を受けた。            

・特許を実施したときに他の権利を侵害していないか、特許の

経過を調査する必要がある。調査の方法として IPDL でのキー

ワード検索、IPC 検索方法の指導を受けた。 

所 感 ・ 産業財産権が特許、実用新案、意匠、商標権から構成される

事など基礎的なところを分かりやすく説明頂いた。特許の経

過調査の方法やその重要性を理解できた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 ９月２８日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問・契約条件支援） 

実施内容 ・片岡特許流通アドバイザー(以後は片岡 AD と記載）に同行し、

コンポスト技術の契約を体験した。甲乙の実施許諾だった。 

・この案件は現在審査請求中であり、まだ特許としては成立し

ていないため、ノウハウとして存在している。 

所 感 ・特許成立した場合と成立しなかった場合の両方について、甲

乙両者に契約の内容を 説明、理解させ、納得のいく契約を

することが重要である事が分かった。 

・重要なポイントとして、拒絶された場合の契約解除日を明確

にしていた（審査請求日から 5 年、あるいは拒絶査定を受け

た日のいずれか遅い日）。 

・話の進め方として、その場で両者の考えや要求を引き出すよ

うにするが、話の論点を明確にする必要がある。 

・お客が契約に素人であるため押印後の契約書の確認も必要で

ある。 

・事業がうまく行った時より、むしろ上手くいかなかった時の

方が問題が起るため、その辺りも含めた契約をする必要があ

る。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 ９月２９日（金） 

育成担当者 筒井 知 弁理士（国際特許事務

所） 

 

実施項目 知財連続セミナー 

 

宮崎県における産学公連携セ

ミナー 

実施内容 特許明細書の書き方（バイオ・化

学を中心として１） 

・特許申請の一連の流れ、バイオ

関連の明細書を書く際の注意点

の講義があった。   

・請求項は短く、実施例は細かく

書くというアドバイスがあった。

・微生物の寄託について具体例を

参考に説明がなされた。 

・宮崎県の産学公連携について

の説明 

・宮崎県の産学公連携の関係者

との交流 

所 感 ・特許申請の基本的な流れや特許

の基本的な考え方、具体例を交え

た明細書の書き方及び注意点な

ど、特許の初心者にも分かりやす

い講義であり勉強になった。 

・宮崎県の地域結集研究事業や延

岡の都市エリア産学官連携促進

事業の研究テーマに即したバイ

オや機能性食品の事例があり、今

後役立つものと思われる 

・宮崎県の産学公連携に関する

取り組みについて理解する事

ができた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月３日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 産業財産権に関する基礎知識 

実施内容 特許流通について（OJT 調査プログラムマニュアルで説明）

１）訪問アポイントを取る方法に関する説明 

 ・社長に会う事が大切。月末は忙しいため避け、朝一の電話

とする。 

２）ニーズ／シーズを聞き出す方法に関する説明 

 ・まず、信頼関係を作り、初回は 2 回目に訪問する理由を作

れば良しとする。繰り返し訪問し、本音のニーズを引き出

す。 

 ・よい技術をもっているときは、特許の有無を聞き、開放の

意志を訪ねる。事前に訪問先企業の特許を調べておく。 

 ・IPDL で出願人、社長の名、会社名で検索。 

 ・訪問先へ持って行くシーズは、特許流通データベースから

検索できる。 

 ３）シーズ評価のポイントに関する説明  

 ・シーズ（開放特許）は公開と登録済みの２種がある。公開

の場合、特許性があるのか？ 他の特許侵害の可能性を調

べる。登録済みの場合も他の特許を侵害していないか、権

利は生きているかを調査することが必要である。 

 ・経過調査 IPDL（特許電子図書館）や NRI（野村のデータベ

ース）を使って、特許の経過調査をする。特に 2001 年 10

月 1 日を境に公開から登録までの期間が 7 年から 3 年へ移

行した歴史があり、注意が必要である。 

 ・技術を把握し、どこに紹介するのかを決定することが重要。

４）マッチングに関する説明 

 ・両者が WIN WIN になるようにもっていく（どちらかの味方

をしない）。大企業が入った場合は、WIN WIN が成立しない

ため注意する。また、公設試の場合は出願人は県になるの

で注意する。 

 ・共同研究契約をする場合は特許だけでなく、開発成果（ノ

ウハウや製造方法）をどう扱うかも考えることが重要であ

る。 

 ・未公開や特許の深い内容を訪問先に話す場合は、秘密保持

契約を結ぶ。 
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所 感 １）・産業支援財団を名乗るとアポイントが取れやすいと思われ

た。 

 ・会社の決定権を持つ社長に会う事が大切。月末は忙しいた

め避け、朝一の電話とする事が重要。 

２）訪問先が持っているシーズなのか、自分が持ってきたシーズ

なのか私の頭の中で混同していたところがあったので注意

が必要と感じた。 

３）公開しているが登録されていない特許の技術移転では、 

どの段階で審査請求をすればよいか疑問に思った。 

４）マッチングや契約を結ぶ際の注意点を学んだ。未公開や特許

の深い内容を訪問先に話す場合は、秘密保持契約を結ぶタイ

ミングが難しいと感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月４日（水） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

 

実施項目 産業財産権に関する基礎知識 

実施内容 昨日の復習も兼ねて特許の出願から登録までの流れと実用新案と

の違いなどの説明を受けた。 

所 感 不正競争防止に関しては、もう少し詳細に説明の必要ありと感じ

た。特許の新規性に関しては、地域結集型研究事業のような場合、

学会発表など注意しなければならないと感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月５日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問先先行調査） 

実施内容 特許流通業務で必要な①訪問先の特許（シーズ）調査②シーズに

マッチングする企業の調査③技術移転の依頼にあった特許とその

会社に関する調査を模擬的に行なった。 

所 感 実践的な問題であるため、特許流通業務の調査段階を体感できた

感があった。どの程度まで詳細に企業調査すればよいか調査のレ

ベルが分からなかったが、1～２時間程度で行なった。技術移転の

面白みも分かった感があった。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月６日（金） 

育成担当者 冨山室長 

実施項目 宮崎県における産学公プロジェクト 

実施内容 宮崎県産業支援財団の体制についての説明、地域結集型研究事業

が開始されるまでの概要、これまでの研究の大まかな流れ、COE

構築へ向けた方針等の説明を受けた。 

所 感 宮崎県産業支援財団の事業内容や体制を理解できた。また地域結

集型研究事業の内容をおおまかに掴む事ができた。宮崎県の産学

公プロジェクトにおいて、地域結集型研究事業が中心的な存在で

あると感じた。 

 



- 29 -

 

研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１０日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問） 

実施内容 OJT Ａ社 10：30～                     

１） 相手先企業から新しいシーズの紹介があった。 

２） 『○○○○○○○○装置』でシーズ紹介集に掲載する事を

確認。中身について、権利の譲渡可能か、実施許諾可能か

を確認した。また紹介先企業についても簡単な意見交換を

した。 

３） 片岡ＡＤが特許流通の事業紹介をされた。技術開発や特許

申請に積極的な会社である事から、特許申請する前の先行

調査を薦めた（特許情報 AD の活用など）。また審査請求

の前にも先行調査するように提案した。 

４） 新たなシーズとして A システムと B 法の説明を受けた。

A システムは 11 月に温度データを取る。売り込み先は検討

中。B 法は 70 件の発注が着ており、処理できないため大手

ゼネコンに木材加工図を提供してしいる。技術の流出が懸

念される。大手との契約書に特許を記載する事、ライセン

スする事も提案。 

５） 最後に、今後の予定を整理する。４）のシーズの販売先や

契約及びライセンス方法、銀行からの特許費用援助策を次

回提案予定として持ち帰った。 

Ｂ社 13：00～ 

 ６） ・展示会へ出展したが当該装置は売れていない。これまで

の営業先及び販売先を営業課長から聞いた。片岡 AD の

方からも営業先の提案、営業方法の提案が出された。 

   ・この案件を県内シーズ集に載せる事を確認。 

    ・効果を示すデータが不足しているため、片岡 AD の方か 

ら効果を検証する方法の提案が出された。 

    ・その他の問題点として、設備費用が高いため、コスト削

減について議論した。 
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所 感 １）訪問先会社の方から新しいシーズの紹介があり、開発にも熱

心で話を進めやすいと感じた。 

２）シーズの紹介に関しては、記載方法や譲渡、実施許諾の確認

が大切であると感じた。 

３）特許の先行調査の必要性を理解してもらいたい。特許情報 AD

を紹介するなど、適切なアドバイスと感じた。 

４）特に B 法は特許の利点を活かしておらず、今後適切なアドバ

イスが必要。 

５）中小企業にとっては、特許費用が高い問題がある。特許だけ

でなく、その周辺の支援や研究助成金などの情報を提案する

事も必要であると感じた。 

６）話し合いの中で、片岡 AD はどこにライセンスすれば良いか、

訪問先の課長はどこに売り込めば良いかを整理し、議論して

いた。この案件は、これという解決策が分からないため難し

かったが、考えられる範囲で今後の方針と次回の予定を立て

ることが重要と理解した。相手の都合に配慮し、次回の予定

を立てる気配りを感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１１日（水） 

育成担当者 (株)ジー・サーチ 

 

実施項目 ジーサーチ検索研修 

実施内容 ＜検索情報入門（基礎）＞ 

・オンラインデータベースサービスと基本用語の説明。 

・（株）ジー・サーチが提供するオンラインデータベースの紹介。

・海外情報は Dialoｇ社の提供するデータベースの紹介。代表的な

物に DWPI や INPADOC などの特許情報データベースがあった。 

・国内情報は企業やビジネス関連の約 180 種のデータベースを保

有する Gsearch を提供している。 

 

＜コマンドの基礎＞ 

・Dialog で使用する基本コマンド、論理演算子（AND、OR、NOT）、

トランケーション（前方一致検索）、近接演算子（W）、（N）

の説明、使用方法を学習した。 

・基本索引は単語で索引されており、検索 SUFFIX の使用によりフ

ィールドをタイトルや抄録に指定して検索可能。 

・付加索引はフレーズで索引されており、検索 PREFIX の使用によ

りフィールドを著者名や雑誌名に指定して検索可能である事を

学習した。 

所 感 ・㈱ジー・サーチが提供するオンラインデータサービスについて

理解する事ができた。 

・Dialoｇや Gsearch の提供するデータベースについて、データベ

ースに整理されている情報内容や概要を把握する事ができ、全

体像が理解できた。 

・基本的なコマンドの使い方について理解する事ができた。今後、

実際に使いながらコマンドになれる必要があると思う。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１２日（木） 

育成担当者 (株)ジー・サーチ 

 

実施項目 ジーサーチ検索研修（応用） 

実施内容 ・OneSearch 

複数のファイルをまとめて検索する方法。この場合、重複した

レコードの除去が重要になることなどを学習した。 

・DIALINDEX 

 どのファイルを使ったら良いか低料金で確認できるファイル。

入力した検索式に対して各ファイルでの該当レコード数を調べ

る事ができることが分かった。 

・RANK コマンド 

 検索の結果、作製した集合に対して、統計解析を行なうための

コマンド。集合を並べ替える事が可能である事が分かった。 

 

所 感 ・コマンドの応用的な使用方法について学んだ。 

・OneSearch、DIALINDEX、RANK コマンドなど、実際に使用する機

会が多いコマンドと感じた。 

・複数のコマンドを組み合わせて使用する事で効率的な情報検索

が可能になると思う。 ・特許の文献調査、経過及び審判情報

などの情報を得るための手法の指導を受けた。 

 

 



- 33 -

研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１３日（金） 

育成担当者 (株)ジー・サーチ 

 

実施項目 ジーサーチ検索研修（応用） 

実施内容 ・米国特許を検索するファイルとして CLAIMS と US Patents

Fulltext の概要を学習した。特徴として CLAIMS は公開と登録が

記載されている。US Patents Fulltext は公開のみだが、全文

データと代表図面が掲載されていることの説明を受けた。 

・検索方法では、特許または出願番号、日付からの検索や標記特

許への限定検索、米国内関連出願の網羅的な検索を学習した。 

所 感 米国特許を検索するために、良く整理されたファイルであると感

じた。実習を通して検索方法を試す事ができ有意義なセミナーだ

った。日付からの検索や標記特許への限定検索では、注意点の説

明があり、今後、役に立つ情報が得られたと思う。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１６日（月） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 先行技術調査に関する基礎知識 

実施内容 日本及び海外の特許の検索を行うために、dialog、STN、PATLIS、

IPDL 等のデータベースを用いて、コマンドを用いた検索方法を学

習した。 

所 感 キーワードや F ターム、FI を用いて検索した集合は、10０件程度

を目安として出力する。多すぎると感じたが、絞り込みすぎると

検索漏れが生じるので、少々のノイズは考慮して検索するように

と三重野 AG から指導を受けた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１７日（火） 

育成担当者 今井エージェント 

実施項目 契約に関する基礎知識 

 

実施内容 ・契約内容チェックリストを使って、実際の契約書を例に問題点

を検証した。 

・特に、紛争が起きた場合の所轄の裁判所の指定やフォースマジ

ュール（天変地異や戦争）の例外について触れられていなかっ

た。また契約違反の事実を誰が立証するかについても明記され

ていなかった。 

所 感 契約書の内容に関して、実際の契約書を例にどこをポイントとし

て見るのか、チェックリストを使って、自分の気づいた点を述べ、

今井 AG から指導を受けた。不備のない契約書を作成することの難

しさを感じた。また今井 AG からこれまでの経験談を伺うことがで

きた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２０日（金） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（訪問アポイントメント実習） 

実施内容 ＊10／5 の宿題のまとめ 

・宿題の答え合わせをしながら、詳しい説明を受けた。 

・後半は、訪問企業を調査し、実際にアポイントメントをとる準

備をし、電話でアポイントメントを取った。 

所 感 ・特許の経過情報の内容に分からない記述があり、丁寧に解説頂

いた。いろんな特許の経過情報を見る必要性を感じた。 

・午後から訪問先のアポイントメントを試みたが、社長不在の所

が多く、朝に連絡をとることが必要である事を実感した。  
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２４日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問） 

実施内容 OJT Ｃ社 訪問 

片岡 AD、山崎アシスタントに同行し、○○を使った枕やマット、

土壌改良材等を製造、販売している企業を訪問した。 山崎アシ

スタントが訪問先企業のニーズの引き出しを行なった。 

                              

問題点 

・○○をつくる過程で生成するＸＸの在庫が多く、何らかの利用

方法を検討する必要があるなど具体的なニーズを聞く事ができ

た。  

・ＸＸの特徴として、木炭よりも消臭、抗菌効果が期待できる事

を訪問先社長から説明を受けた。 

所 感 訪問時間は、早すぎても不可。別のお客さんが入っているときが

ある。ニーズが具体的で、且つ引き出しやすかった。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２５日（水） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問） 

実施内容 OJT Ｄ社 訪問 

・片岡 AD、山崎アシスタントの同行のもと、焼酎の製造、販売を

している企業を訪問した。 私が訪問先企業のニーズの引き出

しを行なった。 

・訪問の準備は、HP 情報、パテントの有無、人脈、G サーチ、特

許流通 DB を利用した。 

・訪問時間は出発 9：30～着 15：00 

・説明内容は特許流通促進ガイドブックを使用した。 

・ニーズの引き出しを試みた結果、新商品開発に意欲的だった。

○○や△△の酵母は話題性があるとの事だった。焼酎業界で、

焼酎カスの処理に成功している例はなく、何らかの問題がある

とのことだった。 

所 感 ・訪問の準備は、短時間で効率的に行えたと思う。 

・訪問時間は、余裕を持って決めるべきだった。訪問当日に訪問

先企業の社長から時間を頂いたため、ぎりぎりの到着となった。

・事業の説明は、相手の特許流通への理解度にあわせて対応する

必要はあるが、基本的に丁寧に、わかりやすく、手短にするこ

とが良いと感じた。社長の息子さんは、いろんなアイデアをお

持ちのようだったが、その具体的な内容（ニーズ）まで引き出

すことはできなかった。漠然と新商品を開発したい事は感じ取

れた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２６日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（シーズ探索研修） 

実施内容 新商品の開発につながる特許の検索を行った。特許流通ＤＢ、特

許流通ＡＤのシーズ検索や個別案件検索、ＩＰＤＬを使用した。

提案する案件としては①アルコール吸収阻害剤②桜の花由来の酵

母③スイバの根を主成分として焼酎に漬け込んだ薬味酒を準備し

た。 

所 感 ・①のアルコール吸収阻害剤に関しては、おいしさや安全性が心

配という意見があった。②の特許に関しては、宮崎県の酒造メ

ーカーで許諾実施の例があるので、その後の調査を行う。③は

効能が疑問視される。他県の担当 AD に内容を確認する事にした。

・育成サポーターより紹介された焼酎廃液処理技術があり、ある

焼酎会社で実績ありとの事。片岡ＡＤへ相談した。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２７日（金） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エ

ージェント 

筒井 知弁理士（平井・筒井国際

特許事務所） 

実施項目 ＯＪＴ（特許出願事例検討） 知財連続セミナー 

実施内容 技術移転を視野に入れた特許

出願案件の検討 

特許明細書の書き方（バイオ・化

学を中心として１） 

               

・これまでに特許訴訟で争われた

案件について、具体的にバイオや

化学の案件を例に出して説明頂

いた。 

所 感 ・予定されている特許明細書

作成講習に先立ち、技術移転

を想定した特許出願案件を検

討した。 

 

・訴訟に強い特許を書くポイント

を、具体例を出して説明頂いたの

で、非常に分かりやすかった。一

方、強い特許を書く事の難しさも

理解できた。 

・宮崎県の地域結集研究事業や延

岡の都市エリア産学官連携促進

事業の研究テーマに即したバイ

オや機能性食品の事例があり、今

後役立つものと思われる。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月３０日（月） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、今井エージェント、三重野エージェ

ント、冨山室長 

実施項目 ＯＪＴ（企業シーズ検討、調査事業中間報告・検討会） 

実施内容 技術移転人材育成スキーム調査研究事業の中間報告と今後の予定

を検討した。育成者と育成対象者の両者から、これまでの育成ス

キームの感想と今後の改善点が出された。 

所 感 感想 

・企業の社長さんにアポイントをとり、ニーズの引き出しやシー

ズの紹介を行った経験が非常に勉強になった。 

・特許の流通事業や産業財産権、先行技術調査などの基礎を学ぶ

事ができ、今後の業務にも役に立つと思える。 

・ジーサーチ検索研修により、特許や企業情報の検索方法を学ん

だ。 

問題点 

・現在の業務と人材育成スキームを両立させる点で、日程及び時

間調整が困難である。 

 

 



- 42 -

研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２日（木） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 産業財産権に関する基礎知識 

実施内容 特許権、実用新案権、意匠権、商標権について説明を受けた。  

所 感 ・特許流通の業務では、特許権が最も扱う事が多いという事だっ

た。 

・特許権の権利は出願から 20 年間有効と覚えていたが、医薬や農

薬の特許では 5 年を限度として延長可能であることを知った。 

・また、意匠権と商標権に関しては、その権利は、出願日からで

はなく、設定登録日からそれぞれ 15 年と 10 年有効になる事を

学んだ。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月７日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ （企業訪問準備） 

実施内容 1 回目の訪問の結果から、新商品開発に意欲的であり、○○や△△

△がキーワードであることが分かった。 

Ｄ社酒造メーカーである事から、シーズセレクション２００５か

ら『天然アルカリ性の酔い覚めすっきりな牛乳焼酎』を紹介する

事にした。 

また、○○がキーワードであるため『スイバの根を主成分として

焼酎に漬け込んだ薬味酒の製造方法』を紹介する事にした。 

所 感 １回目の訪問で、十分なニーズを引き出せなかったので、今回は

より具体的な提案をして、ニーズを引き出す事を目的としている。

薬味酒に関しては、他県の担当 AD に詳細な内容を確認し、現物を

送付頂いた。薬味酒は、原材料の薬草の入手が困難なことから量

産に問題点もある。シーズを紹介する場合は、技術内容はもちろ

ん、市場性やコスト、販売先などまで考慮して紹介する必要があ

ると感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月８日（水） 

育成担当者 今井エージェント、三重野エージェント 

実施項目 プレゼンテーションに関する基礎知識 

実施内容 ・今井 AG から、『地域 COE の前段として行われている宮崎県地域

結集型共同研究事業の内容をプレゼンテーションする』という

課題が与えられ、１分間でプレゼンする内容を考え、直ちに２

分間のプレゼンを行った。 

・その後、プレゼンテーションのやり方についての講義と、私の

プレゼンテーションの注意点に関して指導を受けた。 

所 感 ・プレゼンテーションの基礎知識の講義の中で、平常心で話すこ

と、間を取ること、書いたものを読まずに自分の言葉で伝える

こと、聴講者の様子を見て理解度を把握することなどが印象に

残った。 

・私のプレゼンの注意点として、課題の内容を把握しきれていな

いという指摘を受けた。１分間では、自分の頭の中で整理しき

れなかった感があった。 

・早速、今後のプレゼンで以上のことを意識しながら実行しよう

と思う。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月９日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（Ｅ社訪問） 

実施内容 ・包装資材メーカーのＩ社が保有する特許をＥ社に紹介するとこ

ろに同行した。 

・紹介者 Ｉ社社長、他県特許流通 AD、片岡特許流通 AD。紹介さ

れる側 Ｅ会長と社長 

・特許内容は、保冷効果が高い紙箱。Ｉ社社長から血液やネギな

どの野菜を傷めずに輸送することができ、且つ環境にやさしい

利点がある紙箱であるとの説明があった。 

・ライセンス内容については、総売り上げのＸ％をロイヤリティ

ーとして半年毎に支払う。 

所 感 ・特許流通 AD が仲介者となって紹介する現場を初めて体感し、紹

介の仕方や話の進め方など勉強になった。 

・今回の場合、Ｉ社社長が特許案件の説明をされ、現物を交えて

紹介されており、すばらしいプレゼンだった。Ｉ社長から、牛

肉等の畜産製品に使用する方向で検討するとの返答があり、今

後のビジネス展開が期待される。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月１４日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（Ｄ社訪問） 

 

実施内容 ・1 回目の訪問の結果から、新商品開発に意欲的であり、○○や△

△△がキーワードであることが分かった。 

・今回提案する案件は①牛乳焼酎の製造方法、②香りのよいワイ

ン、ブランデーの製造方法、③スイバの根を主成分として焼酎

に漬け込んだ薬味酒の製造方法。 

                             

Ｄ社からの回答 

・①既に、商品化されている。話題性はあったが、牛乳と焼酎の

マッチングに対して消費者が定着しなかった。 

・②と③は製造免許が異なるため、難しいという見解だった。  

所 感 ・①に関しては、実施例があったので紹介したが、Ｄ社は、原料

や酵母にこだわり、且つ伝統的な製法での新商品を目指したい

との事だった。  

・②と③に関しては、ワイン、ブランデー、梅酒などのリキュー

ル、日本酒、焼酎で製造免許が異なる事を認識していなかった。

酒造業界の調査が足りなかった。しかし、その後の調査で近年

はリキュールの製造免許を取る焼酎メーカーが増加しているこ

とも事実であり、新しい市場への進出の点から提案する方法も

あると感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月１５日（水） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（訪問企業検討） 

実施内容 宮崎県地域結集型研究事業の成果の中に、県内で収穫される農作

物の機能性を評価したデータがある。このデータをもとに実用化、

製品化を目指した県内の共同研究先企業を検討した。その結果、

農業生産法人を選定した。 

所 感 宮崎県は農家の数が減少しているが、一方で農業生産法人は増加

している。農業の産業化、巨大化が進んでいる。しかし農業生産

法人には研究機能がないので、財団のコア研究室との共同研究に

よるメリットは高いと感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月１６日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（契約書作成事例検討） 

実施内容 特許のライセンスに関する契約書をもとに、経緯、定義、実施許

諾、不実施補償に関する考え方や書き方の指導を受けた。 

所 感 ・経緯については事実を簡潔に記載すること。また書き方に関し

ては、『同意』『確認』『酌量』といった言葉を使い分けるこ

とや分かり易い表記にすることが大切であると感じた。 

・契約書は、互いの関係が悪くなった時のことを前提において、

後で問題が生じないように成果や責任の分担をはっきり明記し

ておく事が重要であると感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２１日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（Ｆ社訪問） 

 

実施内容 ・片岡 AD 同行のもと、野菜販売をしている企業を訪問した。 

・訪問時間は出発 13：30～着 18：00 

・内容 宮崎県産業支援財団地域結集型研究室の保有している農

作物の機能性実験データを紹介した。Ｆ社社長から宮崎産農作

物の機能性データを公表すれば、宮崎県の野菜のアピールがで

きるので、実験データを公開してほしいという要望があった。 

所 感 ・農作物の機能性データに大変興味を示された。Ｆ社では、農作

物の品質を科学的に管理したり、野菜の機能性を評価すること

が難しい事がわかった。 

・農作物の安全性や機能性を科学的に評価するところにニーズを

感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２２日（水） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エージェント 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会打ち合わせ） 

実施内容 ・11 月 29 日、30 日に開催される新技術説明会に向けて、各人の

担当内容及び日程の打ち合わせを行った。 

所 感 ・新技術説明会において、自分の紹介する技術が決定したので、

発表スライドの作成を進めようと思う。特に 29 日の聴講者は、バ

イオや食品の専門家ではないので、一般の人でも分かりやすい内

容にする必要がある。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２４日（金） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 中野睦子弁理士（三枝国際特許事

務所） 

実施項目 ＯＪＴ（Ｇ社企業訪問） 知財連続セミナー（特許明細書の

書き方 医薬、機能性食品３） 

 

実施内容 ・片岡 AD 同行のもと、無農薬

野菜及び手作りアイスクリ

ームの販売をしている企業

を訪問した。 

・時間は出発 9：00～着 14：

00 

・内容 Ｇ社社長から事業の

紹介があり、土作りと無農

薬にこだわった野菜づくり

を行っている。将来的には、

畜産、農業、加工の 3 つが

循環できる農業を目指して

いきたいという説明があっ

た。 

・私の方から、宮崎県産業支援

財団の農作物の機能性実験

データを紹介した。今後、研

究テーマを検討し、財団との

共同研究を前向きに進めて

いく方向になった。 

・医薬品と機能性食品の事例を元

に、クレームと明細書の書き方

の説明を受けた。 

・クレームの拒絶理由、裁判での

争点、裁判書の判断を説明。 
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所 感 農作物の機能性データに大変

興味をもたれた。多様なビジ

ネ ス プ ラ ン を 検 討 さ れ て お

り、研究の成果がビジネスに

つながるように、支援してい

く必要があると感じた。 

 

  

「絶対的物質」特許や「用途発明」

に関する説明や花王の緑茶飲料

の例など、分かりやすい説明だっ

た。機能性食品の特許取得は難し

いが、技術的範囲は広くとること

が重要と感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２７日（月） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、今井エージェント、三重野エージェ

ント 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会）プレゼン検討・準備 

実施内容 ・29 日及び 30 日に東京で開催される『宮崎県先端技術・ビジネス

交流会』及び『宮崎県地域結集型新技術説明会』で発表するた

めに作成したスライドの内容検討を行った。    

・発表内容は 20 分を予定し、プレゼン内容の検討を行った。 

所 感 スライドは下記の事に気をつけて修正する。 

・宮崎県在京者の方々は、バイオや食品の専門家ではないため、

一般の人でも理解できる内容のスライドにする。 

・4 人の発表内容に統一感を持たせる必要があるため、題目のフォ

ントや色、マークなどを統一する。 

・研究成果の事業化や製品化を目指して、共同研究先の企業を紹

介頂く事が目的である旨を伝える。 

プレゼンで気をつけること 

前回のプレゼンテーションに関する基礎知識で学んだ事を意識し

てプレゼンする。 

①  間を取る。 

②  平常心で話す。 

③  聴講者の様子を見ながら、理解度や興味の度合いを把握する。

④  自分の言葉で伝える。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２８日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、今井エージェント、三重野エージェ

ント 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会）準備・移動 

実施内容 29 日及び 30 日に東京で開催される『宮崎県先端技術・ビジネス交

流会』及び『宮崎県地域結集型新技術説明会』で発表するために

作成したスライド内容の修正を行った。 

所 感 昨日、スライドの内容について検討した結果をもとに修正をした。

できるだけ、一般の方々にも理解できる内容のスライドになるよ

うに作成した。発表に使用したスライドを別添した。 
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『宮崎県先端技術・ビジネス交流会』及び『宮崎県地域結集型新技術説明会』資料 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２９日（水） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、今井エージェント、三重野エージェ

ント 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会） 

実施内容 ・宮崎県地域結集型研究事業では『食の機能を中心としたがん予

防基盤技術の創出』をテーマに産学公が連携して研究を進めて

いる。 

・今後は、生まれた研究成果をもとに新産業や新事業の創出、そ

して地域 COE の構築を目指している。その第一歩として、これ

までの研究成果を事業化、製品化するために県内はもちろん県

外企業との共同研究を進めたい。 

・宮崎県在京者会議のメンバーの方々を対象に『宮崎県先端技術

・ビジネス交流会』を開催した。 

所 感 ・研究成果の内容に関しては、詳細はともかく、研究内容をイメ

ージできるくらいの説明はできたような気がした。 

・発表後の意見交換で、活発な意見やアドバイスが出たので嬉し

かった。 

・研究成果の事業化、製品化に向けて共同研究先を紹介して頂き

たいという私たちの思いが伝わっているように感じられた。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月３０日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、今井エージェント、三重野エージェ

ント 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会） 

実施内容 ・宮崎県地域結集型研究事業では『食の機能を中心としたがん予

防基盤技術の創出』をテーマに産学公が連携して研究を進めて

いる。 

・今後は、生まれた研究成果をもとに新産業や新事業の創出、そ

して地域 COE の構築を目指している。その第一歩として、これ

までの研究成果を事業化、製品化するために県内はもちろん県

外企業との共同研究を進めたい。 

・9 月に開催された『バイオジャパン２００６』で私たちの研究成

果に興味を持って頂いた企業を対象に『新技術説明会』を開催

した。私は、『食品の機能性を評価する新技術』について発表

した。 

所 感 ・昨日開催された宮崎県在京者会議のメンバーの方々を対象にし

た『宮崎県先端技術・ビジネス交流会』よりも研究内容に詳し

い方々がいらっしゃるという事だったので、一部専門用語を使

用して説明を行った。 

・バイオマーカーやタンパクの検出に使用する抗体プレートの部

分を強調して説明を行ったが、昨日ほど活発な意見交換はなか

った事が気がかりである。 

・個別説明会で、特許流通アドバイザーの方と話ができた。企業

に紹介可能であるが、実際の研究者と話をする機会が欲しいと

要望があった。次に繋げていけるようにメール等で関係は保っ

ていこうと思う。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １２月７日（木） 

育成担当者 冨山室長 

 

実施項目 ＯＪＴ（実績まとめ及び課題抽出等） 

 

実施内容 ・研修日誌のまとめ及び技術移転人材育成スキーム調査報告書の

作成、勤務記録のまとめを行なった。 

所 感 ・最終的な研修日誌のまとめを行い、技術移転人材育成スキーム

の調査報告書の作成に取り組んだ。 

・２ヶ月という短期間であったが、充実したプログラムと経験豊

富な育成者、良いチーム編成に恵まれ、育成対象者として参加

できたことを感謝しています。 
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研修日誌 

（育成対象者：竹下） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １２月８日（金） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、今井エージェント、三重野エージェ

ント 

実施項目 ＯＪＴ（実績報告まとめ） 

実施内容 ・研修日誌のまとめ及び技術移転人材育成スキーム調査報告書の

作成、勤務記録のまとめを行なった。 

・２ヶ月間を通して、人材育成スキームの問題点や課題を片岡ア

ドバイザー、山崎アシスタントと私の３人で議論した。 

所 感 今回のスキームでの良かった点は、是非参考にして頂き、問題点

や課題は、改善策を検討した上で、来年から実施される特許流通

アシスタントアドバイザーの派遣事業に生かして頂ければと思い

ます。 
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 育成対象者：山崎 有美 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 ９月２６日（火） 

育成担当者 後藤主幹（宮崎県新産業支援課） 

冨山室長 

実施項目 宮崎県の産業施策 

実施内容 宮崎県の施策（主に商工観光労働部の主要施策、地域技術施策、

地域資源活用企業化プログラム等）の概要説明 

所 感 宮崎県の今後の方針、商工観光労働部の今後の方針、それを受

けての地域結集型共同研究推進事業の今後の方針の説明を受け

た。 

また、国の支援事業の説明を受け、上手く活用すること、企業

訪問などで参画企業を探し、より理想に近い地域ＣＯＥの構築を

目指すことが重要と感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 ９月２８日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問・契約条件支援） 

実施内容 シーズ・ニーズのマッチング（←契約締結） 

所 感 契約締結時に重要であることを学んだ。ポイントを下記に記す。 

・ 契約締結後に考えられることを可能な限り想定し、様々な状

況に関して取り決めをしておく（利害が発生して持分や権利

を決めようとしても決まらない） 

・ 契約者同士が十分理解・納得していることでも、重要事項に

関しては、最後にきちんと確認を行う 

・ 契約時はそれぞれ自信の主張をするため、論点が多数あるこ

とが多い。そのような場合も、一つ一つ論点を挙げ、論点一

つ一つ関して検討・同意確認を行う 

・ 特許も大事だが、ライセンシングすることが大事なのではな

く、発明を生かし、事業が成功することが最重要事項。特許

流通では、特許に関係する部分だけでなく、特許だけではわ

からないノウハウの部分も考え、ライセンシングをすること

・ 慎重に契約を締結することも大事だが、事業の成功を考える

とスピードも大事である。契約を適当にすることは許されな

いが、スピードのことも加味し、バランスを考えながら進め

ていく 

・ ライセンス契約成立が終了ではなく、その後の事業の成功が

大事である。契約成立後も事業の成功に向けて活動を行う 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 ９月２９日（金） 

育成担当者 筒井 知 弁理士（平井・筒井国際特許事務所） 

実施項目 知財連続セミナー 

実施内容 特許明細書の書き方（バイオ・化学を中心として）１ 

所 感 一般的な知財関連の制度や法律の説明ではなく、一歩踏み込ん

だ審査基準、審査便覧、審判決例等を踏まえた実務的な内容であ

った。特に、宮崎県地域結集型共同研究事業、都市エリア産学官

連携促進事業（延岡）の開発テーマに関係深いバイオテクノロジ

ー及び化学の分野、それらをベースとした医薬、機能性食品の明

細書作成と、同外国特許出願プラクティスの最新情報を中心とし

て学んだ。 

 



- 66 -

 

研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月４日（水） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 産業財産権に関する基礎知識 

実施内容 不正競争の防止、産業財産権の概要、実用新案制度の概要、産業

財産権の活用と権利侵害への対応に関する説明、及びそれらに関

わる様式や参考情報の紹介 

所 感 これまで主に特許出願～登録に関わる制度や手続、考え方等を

学んできたが、標記項目では実際に知的財産を活用する場合に関

わる制度や手続、考え方等を学んだ。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月５日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 産業財産権に関する基礎知識 

実施内容 不正競争の防止、産業財産権の概要、実用新案制度の概要、産業

財産権の活用と権利侵害への対応に関する説明、及びそれらに関

わる様式や参考情報の紹介 

所 感 これまで主に特許出願～登録に関わる制度や手続、考え方等を

学んできたが、標記項目では実際に知的財産を活用する場合に関

わる制度や手続、考え方等を学んだ。 

また、技術移転する際に必要であるコスト計算の考え方（基本）

や、特許流通の際に用いるデータベースの紹介（先行技術調査、

企業情報調査）を受けた。 

さらに、現在実際に技術移転要望のあるシーズに関して説明を受

け、その移転先を見つける準備を始めた。 

→宿題アリ 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月６日（金） 

育成担当者 冨山室長 

実施項目 宮崎県における産学公プロジェクト 

実施内容 宮崎県の施策（主に宮崎県産業支援財団）の概要説明 

所 感 宮崎県産業支援財団の概要説明を受けた。また、地域結集型共

同研究推進事業開始までの概要、開始からこれまでの状況、今後

の方針説明を受けた。 

より理想に近いかたちで地域ＣＯＥの構築を目指すことが重要

と感じた。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１０日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（訪問先：Ａ社、Ｂ社） 

実施内容 シーズ・ニーズのマッチング（←初期の段階） 

所 感 シーズ・ニーズのマッチングの初期段階において重要であること

を学んだ。ポイントを下記に記す。 

・ 技術移転の打ち合わせは最初が肝心！！最初にきちんと取

り決めを行う。取り決めの中には、自分が介入する範囲と、

範囲外のこともきちんと決めておく（揉め事は当事者同士で

解決する等。その際アドバイスはするけれども、決定はしな

い。不利益を被った側の人との、今後のやり取りがやり辛く

なる） 

 

 ① 

・ 発明者が技術者であった場合、知財の取り扱いが適切でない

場合がある。その際に、適切に取り扱うよう強制するのでは

なく、発明者の不利益になることはきちんと伝え、考えても

らうよう促す 

・ 発明者が上記のような研究者である場合、知財の取り扱い、

技術移転など様々なことに対応し、契約や期日管理にも気を

配る 

・ 技術移転するには、「化学データ＜試作品＜実施例」のよう

な具体的事例があることが望ましい 

・ 社会のニーズ（世界情勢も含め（石油価格の高騰等））も視

野にいれ、技術移転するタイミングも考える 

・ 状況に応じて、支援制度の紹介もする（←支援制度を使える

企業には必ず紹介はしておく） 

 ② 

・ 相談者の考えることと、アドバイザーの考えることに違いが

あっても、相談者の意見は聞く。その意見の中からアドバイ

ザーは技術内容を聞き出し、的確な技術移転先を模索、相談

者側は、会話のやり取りの中で営業活動のやり方を学んでい

くような場合もある 

・ 技術移転先が思うように定まらない場合、発想の転換をして

みて、これまでとは違った業種先への移転も視野に入れてみ

る 

・ 技術移転が思うようにできない時、化学データ、試作品、実

施例等が不足している場合が多々ある。可能なら移転受け入
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れ先の要望に応え得る具体例を提示する 

・ 技術移転は、１件だめだったから次、また次、次・・・、と

移転先を変え続けることも得策ではない場合がある。時には

腰を据えて何度か訪問することも必要 

・ 困ったことがあるところにはニーズがあるが、そうでないと

ころにシーズを持って行った際、リスクを背負ってまで挑戦

する企業が少ないのが現実である。説得のためにも具体例を

・ シンポジウム等、シーズを宣伝することはよいことである

が、うまく宣伝しないと、発明者の意図する技術内容が移転

先にきちんと伝わらず、的外れな技術移転要望がきたりする

・ 発明が一定の効果を示さない場合、非常に問題となるので、

適切な説明や説得する具体例が必要 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１１日（水） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 ＯＪＴ（特許権に関する基礎知識） 

実施内容 特許権に関する基礎知識、特に特許に関わる事項について講習を

受けた 

所 感  講習は「特許ミニマム」と題し、三重野エージェント作成の資

料を用いて行った。特許取得のための特許文書作成には、より強

い特許にするために発明内容を考える、技術移転のことを考え発

明を実施する者が、使用しやすいよう熟考する、後々トラブルが

起きないように様々なことを想定し契約を結んでおく等の必要が

あると感じた。 

実際に実施した項目を以下に示す。 

・ プロパテントの動向 

・ 知的財産権と事業活動 

・ 産業財産権の種類 

・ 特許発明の定義とカテゴリー 

・ 特許性の判断 

・ 先行技術調査ミニマム 

・ 主な特許オンライン検索ファイル 

・ 特許権の評価 

・ 特許権の売買 

・ 特許の実施料 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１２日（木） 

育成担当者 (株)ジー・サーチ 

実施項目 ジーサーチ検索研修（応用） 

実施内容 Dialog コマンド応用・特許検索入門 

所 感 現在、宮崎県産業支援財団 地域結集型研究推進室では、ジー

・サーチデータベースサービス（タイプＢ）に申し込んでおり、

特許出願に係る先行技術調査、技術移転に係る企業調査等、Dialog

情報検索システムを中心とした、前述データベース情報検索サー

ビスを使用し、必要な情報を得る必要がある。 

これに伴い、上記データベース利用方法を習得する必要がある

ため、標記セミナーを受講した。 

 Dialog コマンド応用研修では、前回の基礎に引き続き、より質

の高い検索を行うための手技を学んだ。 

 Dialog 特許検索入門研修では、上述コマンド検索で学んだ手法

を用い、より質の高い特許文献調査、経過及び審判等の情報を得

る手技を学んだ。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１３日（金） 

育成担当者 (株)ジー・サーチ 

実施項目 ジーサーチ検索研修（応用） 

実施内容 Dialog 米国特許 

所 感  Dialog 米国特許研修では、上述特許検索入門研修で学んだ手法

に加えて、特許関連業務において非常に重要である米国特許に焦

点を絞り、特許文献調査、経過及び審判等の情報を得る手技を学

んだ。 

 今回の研修を受講することで、Dialog における標記知識・手法

の習得はもちろんのこと、一般的なコマンド検索という概念及び

検索に関わる知識を得ることができた。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１６日（月） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 先行技術調査に関する基礎知識 

実施内容 特許情報と特許戦略講習及び STN、PATOLIS を用いた検索 

所 感  日本及び海外の特許の簡単な概要の説明を受け、特許関連業務

において必須である先行技術調査を行うための主要データベース

の紹介を受けた。 

 Inid code 
 PCT の国際調査報告書 

 INPADOC の Patent family & Legal Status 

 PATOLIS  
 WPI  
 CLAIMS/US 

 また、実際に Dialog、STN、PATOLIS を用い、実際に検索練習を

行った。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月１７日（火） 

育成担当者 今井エージェント 

実施項目 契約に関する基礎知識 

実施内容 契約時に重要なポイントの解説 

所 感  共同研究契約、秘密保持契約及び特許共同出願契約等、事業を

推進する際には様々な契約が必要である。そこで契約において重

要であるポイントを、チェックリストをもとに説明を受けた。 

その後実際に、現在作成している共同研究契約書（案）及び締

結が終了している契約書を用いて各自育成対象者が内容を検討

し、検討項目を挙げ、挙げた項目について育成者及び育成対象者

で協議した。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２０日（金） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（訪問アポイントメント実習） 

実施内容 ＯＪＴ訪問先候補のアポイントメントを取る 

所 感 山崎：Ｈ者  →長期出張のため社長が会社に戻る日が不確定と

のこと 

  ：Ｃ社  →１回目：怪しがられる。最初に電話に出た人が

発明協会をご存知ないらしく、発明協会の簡単

な説明をする。と、同日午後社長が戻るとの情

報を得る。よって、午後再度連絡をすることを

伝える。 

       →２回目：社長に取り次いでいただく。発明協会

のことをご存知の模様。２４日１１時からお時

間をいただけるとのこと。２４日１１時から、

発明協会特許流通アドバイザーの片岡、実習生

の竹下及び山崎の３名がうかがうことを伝え

る。 

Ｃ社調査：ホームページ、IPDL、特許流通 DB、企業情 

報データベースを用い、Ｃ社を調査する。 

       持参資料を準備、説明資料を検討する。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２４日(火) 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問） 

実施内容 ＯＪＴ（Ｃ社）、特許審査経過の読み取り方 

所 感 Ｃ社を訪問した。 

今回は、シーズ及びニーズがあらかじめあるケースではなく、

発明協会の紹介・ご挨拶という段階での訪問であった。 

訪問・その後のミーティングの詳細は別紙１にまとめる（会社

公表の関係上、本報告書には添付していない）。 

結論としては、ニーズを引き出すことができたので、そのニー

ズを解決するシーズを調査し、提案しに再度訪問する。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２５日（水） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問） 

実施内容 Ｄ社訪問、人材育成で必要なものに関する議論 

所 感 Ｄ社を訪問する（担当は竹下）。 

訪問・その後のミーティング詳細は別文書にまとめる。 

本日教わったポイント 

↓ 

※企業に情報を提供する際に、資金援助を受けて共同研究をし、

商品開発をしませんか？ではなく、商品開発を薦め、できないな

ら、このような資金援助制度はどうですか？と薦める！ 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２６日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（シーズ検索研修） 

実施内容 今後の方針の議論及び次回ＯＪＴで訪問する際の準備 

所 感 おおまかな今後の方針を決定した。以下に決定事項を示す。 

 →契約に関する基礎知識（作成編）を行う（１．５日） 

 →ＯＪＴ（２回目訪問）を行う。 

 →ＯＪＴ（地域結集事業関連(？←30 日に決定)）を行う 

 →Ｅ社関連 

 →ＯＪＴの準備 

 →知財マッチングを行う 

 →竹下：検索に関する基礎知識講座（※） 

 →山崎：企業に関する基礎知識（※） 

※ ・・・個別に行う 

上記ＯＪＴ（２回目）訪問のための調査をした（竹下、山崎そ

れぞれ）。その後調査結果をもとに、２回目訪問のアクションプ

ランを、それぞれプレゼンテーション形式で説明し、議論を行っ

た。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月２７日（金） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エ

ージェント 

筒井 知弁理士（平井・筒井国際

特許事務所） 

実施項目 ＯＪＴ（特許出願事例検討） 知財連続セミナー 

実施内容 技術移転を視野に入れた特許

出願案件の検討 

特許明細書の書き方（バイオ・化

学を中心として）２ 

所 感 後日行う予定の特許明細書作

成講習に先立ち、技術移転を

視野に入れた特許出願案件を

検討した。 

工業技術センターの研究員

の方に、Ｃ社と共同で開発し

た消臭剤に関してご説明いた

だいた（実際の脱臭剤や、研

究 開 発 現 場 を 見 せ て い た だ

き、脱臭剤サンプルや脱臭剤

を作成するために必要な再生

紙 ス ラ ッ ジ な ど も い た だ い

た）。 

 

一般的な知財関連の制度や法

律の説明ではなく、一歩踏み込ん

だ審査基準、審査便覧、審判決例

等を踏まえた実務的な内容であ

った。今回は特に、審判判決を実

例に挙げ、事件の概要、その判決

から見た留意点を学んだ。判例の

中には、宮崎県地域結集型共同研

究事業、都市エリア産学官連携促

進事業（延岡）の開発テーマに関

係深いバイオテクノロジー及び

化学の分野、それらをベースとし

た医薬、機能性食品の最新情報を

中心として学んだ。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １０月３０日（月） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、三重野エージェント、今井エージェ

ント、冨山室長 

実施項目 ＯＪＴ（企業シーズ検討、調査事業中間報告・検討会） 

実施内容 特許流通アドバイザー派遣事業における技術移転人材育成スキー

ム調査研究事業の中間報告と、それを受けての今後の方針を検討

した 

所 感 これまで実施してきた事項の報告を行い、育成者担当者及び育

成対象者から良かった点、改善点を述べた。 

＜良かった点＞ 

・ シーズの紹介、ニーズの引き出し等を、実際に企業の社長相

手にすることができたこと 

・ 検索研修を受講することによって、これまでにできなかった

検索ができるようになり、技術移転の場面で役立てることが

できたこと 

・ 各種基礎知識を教わることで、技術移転で必要なことを学ぶ

ことができたこと 

＜問題点＞ 

・ 実務と平行して「特許流通アドバイザー派遣事業における技

術移転人材育成スキーム調査研究事業」を受けるため、日程

調整が難しい 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２日（木） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 産業財産権に関する基礎知識 

実施内容 産業財産権に関して講習を受けた 

所 感 特許権、実用新案権、意匠権、商標権について、それぞれの制

度の特徴の説明を受けた。 

全体を通して、実際の業務で最も重要な意味を持つであろう権

利は特許権で、また同時に最も複雑で奥が深そうなのも特許権だ

と思いました。 

以下にポイントを示す。 

＜特許権＞ 

・ 特許法で保護される 

・ その権利は出願から２０年間有効 

・ ただし、医薬と農薬の特許については５年を限度として延長

可能 

 

 ＜実用新案権＞ 

・ 実用新案法で保護される 

・ その権利は出願から１０年間有効 

 

 ＜意匠権＞ 

・ 意匠法で保護される 

・ その権利は設定登録日から１５年間有効 

 

＜商標権＞ 

・ その権利は設定登録日から１０年間有効 

・ ただし継続使用による更新が可能 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月６日（月） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 ＯＪＴ（技術移転を視野に入れた特許戦略） 

実施内容 技術移転を視野にいれた特許明細書の作成方法を三重野エージェ

ント作成の資料を用いて行った 

所 感 技術移転を視野に入れた基礎的な特許明細書作成方法及び考え

方を教わった。特許文書を作成したことがなかったので、様式や

必要事項について習得することができた。また、技術移転のこと

を考えず、ただ単に成した発明の新規性及び進歩性の権利を主張

することは、割と難しくないように感じたが、実際に技術移転を

視野に入れ明細書を作成するという作業は、思いのほか難しいと

感じた。 

実際に実施した事項を以下に示す。 

・ 特許出願のステップ 

・ 特許発明の出願検討 

・ 先行技術調査 

・ 特許庁提出書類 

・ 願書の作成 

・ 請求項の範囲の作成 

・ 明細書の作成 

・ 図面の作成 

・ 要約書の作成チェックシート 

・ 参考文献 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月８日（水） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エージェント 

実施項目 プレゼンテーションに関する基礎知識 

実施内容 意味のあるプレゼンテーションをするための必要事項を教わった 

所 感  まず開始直後にテーマ（あるシチュエーションで、自分の自己

紹介をするという設定）を与えられ、２分間でまず自己紹介内容

を箇条書きし、その直後の２分間でプレゼンテーションをする、

という実習を行った。 

 その後プレゼンテーションで必要な項目を教わり、それを受け

て最初に自分が行ったプレゼンテーションでかけていた部分の指

摘を受けた。 

 私のプレゼンテーションでの問題点は、早口であったことと、

間を上手に活用することであった。早口であることは自覚してい

るものの、思いがけずプレゼンテーションを行ったので、話す内

容に気をとられ、ゆっくり話すという部分にまで気が回らなかっ

た。今後気をつけたいと思う。間の取り方は・・・、難しい。今

後上手な間の取り方を学んで行きたいと思う。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月９日（木） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問） 

実施内容 ＯＪＴの一環として、Ｅ社を訪問した 

所 感 本事業で行ってきたＥ社に紹介したい企業（Ｉ社）の特許をラ

イセンスする企業の一候補としてＥ社を訪問し、Ｉ社の社長が北

海道から自ら発明、商品（発泡スチロールと同等の保冷効果を有

するダンボール）を説明する場に立ち会った。交渉を見て感じた

ことを以下に記す。 

・ 社長のプレゼンテーションは非常に上手だった（営業出身と

の事、やはり相手の顔色を伺いながらの交渉は素晴らしかっ

た） 

・ Ｅ社の方はまだぴんと来ない様子であった。紹介相手が乗り

気であれば、発明の紹介を行うことで、相手方より疑問点や

要望がでてくると思われるが、まだそこまで気持ちが進んで

いない場合、相手ができる限り簡単に実現できそうな案を用

意し、具体案を示すことが必要であると感じた 

・ 今回の場合、発明品（ダンボール）を使用する可能性のある、

宮崎県の企業をＥ社に紹介することが必要であると思われ

る 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月１３日（月） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 ＯＪＴ（特許出願事例検討） 

実施内容 特許出願事例の検討を行った。 

所 感 今回は、技術移転を視野にいれた特許明細書作成にあたり、ど

の特許出願事例を用いて行うか検討した。 

この件については特許出願を視野に入れているため、詳細を記

述することはできないが、非常に有用な実習となった。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月１４日（火） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（企業訪問） 

実施内容 ＯＪＴ（Ｃ社） 

所 感 今回はＯＪＴの一環として前回訪問した「Ｃ社」から引き

出したニーズ：「廃棄物（製品を作成する際に生じる廃棄物）

の処理に困っているので、処理方法、活用方法があれば紹介

して欲しい」に対して、そのニーズに応える情報を調査し、

その調査結果を持ち訪問を行った。 

   紹介した解決案を下記に記す。 

 

  ＜提示した解決案＞ 

①  独立行政法人 工業所有権情報・研修館開放特許活用情

報にて得た情報を紹介       

（特許３４２４０４２） 

②  同様の廃棄物を使用したシートの情報を紹介 

③  ②で作成したシートを用いた商品及び現在市場で求め

られているとされる商品を紹介 

④  ②を作成している企業として、Ｊ社を紹介、またその製

品情報を紹介 

⑤  Ｋ社商品に使用してある粉炭がもれない不織布を紹介 

⑥  ⑤の不織布はＪ社により開発されたものであり、現在不

織布のサンプルを送付していただくようお願いをして

いるところである。サンプルを受け取り、その物性情報

が手に入り次第報告するようお話した 

 

新たな開発を要しない上記⑥に非常に関心を持たれたようであ

った。 

 

後日⑥のサンプル及びその物性情報が手に入り次第後連絡を

し、片岡特許流通アドバイザーに以後の業務を引き継ぐ予定であ

る（ご挨拶にもう一度訪問予定）。 

→１２月１日に不織布サンプルを送付する 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月１６日（木） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 ＯＪＴ（技術移転を視野に入れた特許戦略・明細書作成検討） 

実施内容 技術移転を視野にいれた特許明細書の作成方法を実際にあるシー

ズを用いて行った 

所 感 まず技術内容を理解し、ディスカッションすることで、その発

明の本質を理解し、その上でどのように特許を出願すれば、その

発明を利用し、産業化できるかを考えた。 

発明の新規性や進歩性を記述し特許文書を作成するのではな

く、実際に技術移転のことを視野にいれ、どのような請求項を作

成すれば、企業の方にその発明を利用し産業化していただけるか、

という考え方を学ぶことができた。考え方、戦略についてご教授

いただいたので、その考えを元に、まず明細書の部分を作成した。

次回の実施では引き続き明細書の作成と、実際に請求項の作成も

してみたいと思う。 

この件については特許出願を視野に入れているため、詳細を記

述することはできないが、非常に有用な実習となった。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月１７日（金） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エージェント 

実施項目 ＯＪＴ（技術移転を視野に入れた特許戦略・明細書作成検討） 

実施内容 技術移転を視野にいれた特許明細書の作成方法を実際にあるシー

ズを用いて行った（続） 

所 感 前回に引き続き、実際に特許文書の作成を行った。 

今回は前回に引き続き、明細書の作成と、実際に請求項も作成

した。今回は機能性食品、中でも特定保健用食品も視野に入れた

案件だったので、その分野特有の請求項を教わった。 

この件については特許出願を視野に入れているため、詳細を記

述することはできないが、非常に有用な実習となった。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２２日（水） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エージェント 

実施項目 ＯＪＴ（技術移転を視野に入れた特許戦略） 

実施内容 作成した特許文書をもとに指導を受けた 

所 感 前回作成した特許をもとに、訂正や考え方の指導、表現の指導

等を行った。一般に、良い特許明細書の書き方といった本が多数

出版されているが、そのような本を何冊読むよりも、今回の実習

は意味があった。 

この件については特許出願を視野に入れているため、詳細を記

述することはできないが、非常に有用な実習となった。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２４日（金） 

育成担当者 三重野エージェント 中野 睦子弁理士（三枝国際特

許事務所） 

実施項目 ＯＪＴ（技術移転を視野に入れた

特許戦略） 

知財連続セミナー 

実施内容 作成した特許文書をもとに指導

を受けた 

 

特許明細書の書き方（医薬、機

能性食品）３ 

所 感 昨日エージェントより指導を

受けた案件に関して、今日は機能

性食品、薬品などバイオ分野を専

門としている中野弁理士に参加

いただき指導を受けた。 

この件については特許出願を

視野に入れているため、詳細を記

述することはできないが、非常に

有用な実習となった。 

 

また、これまでのセミナーで

は、特許明細書の書き方の基礎

知識をバイオ及び化学分野を

中心として学んできた。今回は

地域結集型研究推進事業から

創出される発明により近い分

野である、医学及び機能性食品

における特許の現状を学んだ。

本セミナーで最も有用であ

った情報は、機能性食品の「機

能的用途」を主張した特許は存

在しないということである。食

品の用途は「食品」であるため、

機能的用途は存在しないよう

だ。機能的用途を主張し、特許

を取得する場合には、機能性食

品創出に伴い出てくる、商品と

して食品を開発した時の改良

点（食味、品質）、他食品への

展開、機能性を有する成分の機

能について、ピンポイントとな

る特許を個々に出願し、点→線

→面と言う風に、囲い込む形で
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権利を抑える必要があるよう

だ。また、機能性成分がわかっ

たとしても、食品として用いる

場合は、その成分がどの食品中

に含まれる必要があるのか、そ

の組成を示す必要があるよう

だ。 

ポイントは・・・ 

＜新規性を主張する場合は＞ 

 公知の食品（従来技術）と組

成（成分または配合割合）にお

いて相違すること。 

＜進歩性＞ 

 食品の機能がその組成の相

違に基づくか、または両者に関

連性があること。 

・ →食品の新規な組成に基

づいて特徴的な機能が生

じていることを、明細書

において明らかにしてお

くことが必要である。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２７日（月） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー、三重野エージェント、今井エージェ

ント 

実施項目 プレゼンテーションに関する基礎知識 

実施内容 プレゼンテーションの実施 

所 感 前回プレゼンテーションをする際に重要なポイントを教わっ

た。そこで今回は、そのポイントを念頭において、実際にプレゼ

ンテーションを行った。プレゼンテーションはパワーポイントに

てスライドを作成し、そのスライドを用いて２０分間行った。内

容は２９日及び３０日、東京で開催される「宮崎県先端技術・ビ

ジネス交流会」及び「新技術説明会」で発表するもので行った。

スライド作成時のポイントは、 

・ 一般の人でも理解できるものであること（研究者等、専門知

識がなくても理解できる） 

・ 発表する研究成果の重要なポイントを伝えること 

・ 発表した研究成果から、具体的にどのような部分で協力を仰

ぎたいのか、明確に示すこと 

・ お集まりいただく方々に、興味を持ってもらえるような構成

にすること 

まずプレゼンテーションは、前回指摘された、「早口であった

こと」と、「間を上手に活用すること」を意識して行った。問題

点共に非常に良くなった、とまではいかなかったかもしれないが、

意識した分少し良くなったような気がする。 

「宮崎県先端技術・ビジネス交流会」及び「新技術説明会」で

は研究成果を複数名で紹介するのだが、各縁者間の発表内容を見

たときに全体の流れとしてポイントの異なるところがあった。実

際に発表を行うまでに、事業全体の流れや、研究内容を適切に理

解していただくために、スライドを加筆・修正使用と思う。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２８日（火） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エージェント・片岡特許流通アドバイ

ザー 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会）準備・移動 

実施内容 29 日及び 30 日に東京で開催される『宮崎県先端技術・ビジネス交

流会』及び『宮崎県地域結集型新技術説明会』で発表するために

作成したスライド内容等の最終確認を行った。 

所 感 一般の方々にも理解できるようわかりやすい説明を心がけたい。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月２９日（水） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エージェント・片岡特許流通アドバイ

ザー 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会） 

実施内容 現在宮崎県では、「食の機能を中心としたがん予防基盤技術創

出」をテーマに、産学官連携の科学技術ビッグプロジェクトを進

めている。 

すでに特徴ある研究成果が創出されており、現在、それらの技

術を活用して製品化をめざしたいという企業を探しているところ

である。 

そこで、宮崎県にゆかりのある方々に、研究成果をわかりやす

くご紹介することで、これらの取組についてご理解いただくとと

もに、皆様のネットワーク等によりこのプロジェクトへの参画企

業の拡大を図ることを目的とし、宮崎県先端技術・ビジネス交流

会を開催した。 

 

所 感  準備期間は非常に限られた期間であったが、先日の練習の甲斐

あって、伝えたいと意図していたことを伝えることができたよう

に思う。発表後、お集まりいただいた方々から拍手をいただけた

ので非常に嬉しかった。 

 研究成果発表後の意見交換でも、出席者の方々より心強いお言

葉をいただいたので、宮崎県先端技術・ビジネス交流会は成功だ

ったと個人的には感じている。 
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２００６年１１月２９日：「宮崎県先端技術・ビジネス交流会」 

３０日：「新技術説明会」説明資料 

タイトル：「宮崎県産農作物がもつ機能性」 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １１月３０日（木） 

育成担当者 三重野エージェント・今井エージェント・片岡特許流通アドバイ

ザー 

実施項目 ＯＪＴ（新技術説明会） 

実施内容 新技術説明会での成果発表 

所 感 先に述べたように、宮崎県では、「食の機能を中心としたがん

予防基盤技術創出」をテーマに、産学官連携の科学技術ビッグプ

ロジェクトを進めている。 

その中ですでに特徴ある研究成果が創出されており、現在、そ

れらの技術を活用して製品化をめざしたいという企業を探してい

るところである。 

そこで、先般開催された「バイオジャパン２００６（大阪国際

会議場）」での展示に興味を示された関東近辺の企業を中心に、

説明会を開催し、参画企業の拡大につなぐことを目的とし、新技

術説明会を開催した。 

成果発表に用いた資料は２９日と同様。 

 

 本説明会では宮崎県先端技術・ビジネス交流会出席者の方々

よりも、より研究の現場に近い、専門知識を有している方もいら

っしゃるとのことだったので、食品の機能性の一般的な概念の説

明は簡単に説明し、具体的に協力していただけるのではないかと

思われる技術に関して詳細に説明した。 

出席者の方々の中で、事前に本発表内容「宮崎県産農作物の機

能性」に関心を寄せているという方はいらっしゃらなかったが、

本発表を受けて、興味を抱いてくださる方がいらっしゃることを

期待している。今後何かしらの問い合わせを待つ。 

 

宮崎県先端技術・ビジネス交流会と合わせて本日の新技術説明

会等、人材育成スキームの中で、授業形式で教えられるだけでは

なく、実際に自分で教えられたことを実践してみることは非常に

有用であった。しかも、内部での発表会ではなく、「宮崎県先端

技術・ビジネス交流会」及び「新技術説明会」という責任感をも

ち、対外的に実践を行うということができたことは非常に良かっ

た。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １２月４日（月） 

育成担当者 三重野エージェント 

実施項目 ＯＪＴ 

実施内容 技術移転を視野に入れた特許戦略（まとめ） 

所 感 技術移転を視野に入れた特許戦略全体を通して、今後の課題抽

出を行った。今回の特許戦略は、一般的な話ではなく、実際に実

践してみるスタイルだったので、抽出した課題についても非常に

意味があり、本実施項目は非常に有用であった。 

この件については特許出願を視野に入れているため、詳細を記

述することはできないが、非常に有用な実習となった。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １２月６日（水） 

育成担当者 冨山室長 

実施項目 ＯＪＴ 

実施内容 人材育成スキーム全体の報告、今後の課題抽出、まとめを行った 

所 感 人材育成スキーム全体の実施内容、所感、前述スキームを経て

得られた成果を報告し、今後の課題を抽出した。 

詳細は報告書に記載する。 
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研修日誌 

（育成対象者：山崎） 

管理・監督

者 

育成サポー

ター 

スタッフ 育成者

印 

育成対象者

印 

     

 

実施日 １２月８日（金） 

育成担当者 片岡特許流通アドバイザー 

実施項目 ＯＪＴ（実績報告まとめ） 

実施内容 人材育成スキーム全体の報告、今後の課題抽出、まとめを行った 

所 感 人材育成スキーム全体の実施内容、所感、前述スキームを経て

得られた成果を報告し、今後の課題を抽出した（片岡特許流通ア

ドバイザーにて指導を受けた部分）。 

詳細は報告書に記載する。 
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ＯＪＴ（新技術説明会）の実施状況 

 

【１１月２９日（水）】宮崎県先端技術・ビジネス交流会 

（会場：ジャパンプロテクション(株)） 
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【１１月３０日（木）】宮崎県地域結集型共同研究事業 新技術説明会 

 （会場：都道府県会館） 
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